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近
世
的
水
利
組
織
と
近
現
代
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兵
庫
県
加
古
郡
稲
美
町
国
岡
の
事
例

は

じ

め

に

水
利
組
織
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
ま
く
水
利
秩
序
の
歴
史
的
形
成
過

程
は
‘
今
日
の
水
利
組
織
の
あ
り
方
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
。

兵
庫
県
加
古
郡
稲
美
町
の
事
例
か
ら
こ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し

た
の
は
‘
永
田
恵
十
郎
氏
で
あ

っ
た
。
永
田
氏
は
‘
昭
和
三

0
年

（一

九
五
五
）
頃
、
兵
庫
県
加
古
郡
稲
美
町
の
う
ち
旧
母
里
村
の
各

溜
池
水
利
団
体
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
を
お
こ
な
い
、
①
淡

山

（
た
ん
ざ
ん
）
疎
水
の
開
削

（明
治
二
四
年

〈一

八
九
一

〉）

以

前
に
溜
池
が
築
造
さ
れ
た
旧
池
の
水
利
団
体
と
②
疎
水
開
削
に
と
も

な

っ
て
築
造
さ
れ
た
新
池
の
水
利
団
体
と
の
間
に
は
‘
か
な
り
明
確

(l
)

、、

な
性
格
の
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
旧
池
の
水

利
団
体
は
近
世
村
落
社
会
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
用
水
管
理
組
織
を

母
体
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
疎
水
開
削
に
と
も
な
う
溜
池
築
造
も
村

小

林

和

美

神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
博
士
課
程

落
的
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
が
多
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て‘

近
世
村
落
の
伝
統
的
運
営
方
式
と
そ
の
も
と
に
お
け
る
用
水
管
理
方

式
か
濃
厚
に
継
承
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
部
落
内
の
住
民
で
あ
る
か

ど
う
か
を
基
準
と
し
て
、
構
成
貝
の
待
遇
に
差
が
あ
り
、
部
落
構
成

員
以
外
の
用
水
受
益
者
は
経
常
的
水
利
費
の
徴
収
額
が
割
高
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
水
利
運
営
に
関
す
る
発
言
権

•

議
決
権
を
事
実
上
も

て
ず
、
水
利
委
員
の
選
挙
権

・
被
選
挙
権
も
与
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。

一
方
、
新
池
の
水
利
団
体
は
も
と
も
と
は
畑
作
地
帯
で
あ

っ
た
と

こ
ろ
に
多
く
‘
溜
池
の
築
造
も
村
落
的
事
業
と
し
て
で
は
な
く
‘
一

定
の
範
囲
に
土
地
を
所
有
す
る
人
々
の
共
同
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ

れ
た
。
新
池
の
水
利
団
体
で
は
、
近
世
村
落
と
水
利
団
体
と
の
構
成

範
囲
の
地
域
的
共
通
性
は
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
、
近
世
村
落
の
伝

統
的
運
営
方
式
を
継
承
す
る
条
件
に
乏
し
く
、
旧
池
の
水
利
団
体
に

比
べ
て
よ
り
実
用
性
に
徹
し
た
団
体
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
新
池
の
水
利
団
体
で
は
、
所
属
部
落
の
相
違
に
よ
る
構
成



員
間
の
不
平
等
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
水
利
組
織
の
歴
史
的
形
成
過
程
の
違
い
に
よ
る
水
利

組
織
の
性
格
の
違
い
は
、
今
日
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
‘
土
地
改
良
区
に
く
ら
べ
て
法
的
規
制
か
ら
比
較
的
自
由
な
団

体
、
す
な
わ
ち
法
人
格
を
も
た
な
い
水
利
団
体
（
稲
美
町
で
は
水
利

委
員
会
と
よ
ば
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
と
く
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

近
世
以
前
に
成
立
し
た
水
利
委
員
会
は
村
落
機
構
と
の
結
び
つ
き
が

非
常
に
強
い
の
に
た
い
し
て
、
明
治
以
後
に
成
立
し
た
水
利
委
員
会

は
村
落
機
構
と
の
結
び
つ
き
は
薄
く
、
単
純
な
農
業
組
織
と
し
て
構

(
2
)
 

成
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
稲
美
町
国
岡
の
水
利
組
織
は
、
近
世
以
前
に

成
立
し
た
伝
統
的
村
落
水
利
組
織
で
あ
り
、
永
田
氏
の
い
う
旧
池
の

水
利
団
体
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
水
利
組
織
の
特
徴
に
つ
い

て
考
証
す
る
た
め
に
は
、
近
世
期
の
村
の
開
発
に
と
も
な
う
水
利
秩

序
の
形
成
過
程
に
ま
で
さ
か
の
ぱ

っ
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る

(
3
)
 

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
本
誌
第
九
号
掲
載
の
拙
稿
に
お
い
て
、

近
世
中
期
の
新
開
村
国
岡
新
村
（
現
兵
庫
県
加
古
郡
稲
美
町
国
岡
）

の
水
利
慣
行
成
立
過
程
な
ら
び
に
水
論
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
、

水
利
事
業
に
お
い
て
は
、
複
数
村
落
と
の
利
害
調
整
が
必
要
と
な
る

場
面
が
多
く
あ
る
た
め
、
外
部
政
治
権
力
の
関
与
な
し
に
は
維
持
運

営
が
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

村
落
水
利
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
農
民
た
ち
が
自
生
的
に
取
り
結

ぶ
生
産
手
段
の
共
同
利
用
関
係
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

社
会
学
の
分
野
で
の
代
表
的
業
績
で
あ
る
余
田
博
通
氏
の
「
溝
掛
か

り
の
理
論
」
は
‘
水
田
の
分
散
占
取
形
態
（
溝
掛
か
り
制
）
を
基
礎

と
し
て
成
立
す
る
水
利
共
同
組
織
を
、
村
落
の
一
体
性
を
保
た
せ
る

基
底
的
集
団
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
水
利

組
織
の
性
格
を
規
定
す
る
の
は
、
村
落
内
の
要
因
の
み
で
は
な
い
。

水
利
用
の
方
法
や
組
織
が
整
備
さ
れ
、
慣
習
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
い

て
は
、
領
主
と
の
関
係
や
周
辺
村
落
と
の
関
係
と
い
っ
た
対
外
関
係

に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
国
岡
新
村
の
場
合
、
台

地
と
い
う
慢
性
的
水
不
足
地
帯
に
立
地
し
て
お
り
、
遠
方
の
水
源
と

複
数
の
溜
池
を
水
路
で
結
ん
だ
複
雑
な
灌
漑
水
系
を
か
た
ち
づ
く
っ

て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
対
外
的
利
害
関
係
の
調
整
が
絶
え
ず
必
要

と
な
り
、
そ
の
結
果
、
周
辺
村
の
村
役
人
ば
か
り
で
な
く
‘
藩
の
普

請
奉
行
、
代
官
、
大
庄
屋
（
お
お
じ
ょ
う
や
）
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な

レ
ベ
ル
で
水
利
問
題
の
解
決
、
あ
る
い
は
水
利
秩
序
の
形
成
に
か
か

わ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
大
略
こ
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
し
た
。

本
稿
は
、
こ
の
続
編
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
国
岡
新
村
の

事
例
に
つ
い
て
、
近
世
に
領
主
権
力
や
周
辺
村
落
と
の
関
係
の
な
か

で
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
が
、
近
代
社
会
の
変
動
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い

っ
た
の
か
を
検

討
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
当
該
村
の
水
利
関

係
史
料
と
聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に
、
水
利
権
と
用
水
施
設
、
組
織

機
構
、
成
員
資
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

い
ま
こ
こ
で
当
該
地
域
の
概
略
を
示
し
て
お
く
。
寛
文
二
年
（
一

207 



六
六
二
）
、
姫
路
藩
の
支
援
の
も
と
に
開
発
さ
れ
た
国
岡
新
村
は
‘

近
代
に
入

っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
国
岡
新
村
と
し
て
存
続
し
て
い

た
か
、
明
治
二

二
年
(
-
八
八
九
）
の
町
村
合
併
に
よ
り
新
た
な
行

政
村
天
満
村
が
設
定
さ
れ
た
た
め
、
行
政
組
織
で
は
な
く
な

っ
た
。

し
か
し
、
水
利
は
旧
近
世
村
を
継
承
す
る
部
落
を
単
位
と
し
て
展
開

さ
れ
た
。
そ
の
主
体
は
、
国
岡
新
村

（明
治
初
期
ー
大
正

一
三
年
）
、

国
岡
水
利
組
合

（大
正

一
三
年
1
昭
和
一
六
年
）
、
国
岡
部
落
会
水

利
部
（
昭
和
一
六
年
ー
昭
和
三
二
年
）
、
国
岡
土
地
改
良
区
（
昭
和

三
二

年

1
現
在

）
と
推
移
し
て
き
た
か
、
そ
の
過
程
で
目
的
集
団

と
し
て
の
組
織
的
整
備
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
、
土
地
所
有
関
係
の
変

化
に
よ

っ
て
そ
の
役
貝
層
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
国
岡
と

い
う
村
落
社
会
と
深
く
結
び
つ
い
た
、
部
落
構

成
員
中
心
の
秩
序
を
有
す
る
組
織
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
継
続
性
を

保
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
水
利
組
織
の
運
営
は
、

近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
周
辺
村
落
と
の
間
の
水
利

慣
行
、
組
織
運
営
方
式
な
ど

I

に
よ
る
規
定
を
濃
厚
に
受
け
な

が
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

水
利
権
と
用
水
施
設

近
代
に
入
る
と
、
国
岡
新
村
開
発
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
、
整
備
さ

れ
た
水
利
権
お
よ
び
用
水
施
設
は
‘
町
村
合
併
に
よ

っ
て
新
た
に
設

定
さ
れ
た
行
政
村
で
は
な
く
、
旧
近
世
村
で
あ
る
部
落
に
よ

っ
て
継

承
さ
れ
た
。
近
世
村
国
岡
新
村
が
周
辺
村
落
と
の
間
に
交
わ
し
た
分

水
契
約
は
‘
近
代
以
降
も
慣
行
と
し
て
厳
密
に
継
承
さ
れ
、
今
日
で

も
そ
れ
ら
の
慣
行
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
溜
池
や
水

路
な
ど
の
土
木
建
造
物
も
、
近
世
期
の
開
発
の
過
程
で
整
備
さ
れ
た

も
の
か
繰
り
返
し
改
修
さ
れ
つ
つ
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い

。

図
1
は
国
岡
新
村
開
発
八
七
年
後
の
寛
延
二
年

(-
七
四
九
）
の

地
図
で
あ
り
‘
図

2
ー

1
‘
図

2
|
2
は
こ
の
時
期
の
国
岡
新
村
の

導
水
経
路
と
現
在
の
国
岡
土
地
改
良
区
の
導
水
経
路
の
略
図
で
あ
る
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
世
中
期
に
整
備
さ
れ
た
導
水
経
路

は
‘
今
日
で
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
‘

近
代
以
降
新
た
な
水
源
の
開
発
に
対
応
し
て
築
造
さ
れ
た
用
水
施
設

か
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
近
世
期
に
周
辺
村
と
の
あ
い
だ
に
形
成

さ
れ
た
水
利
秩
序

I

旧
慣
ー
は
近
代
以
降
も
堅
く
維
持
さ
れ
、

こ
れ
を
犯
す
よ
う
な
性
質
の
新
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
国
岡
に
お
け
る
旧
来
の
水
利

秩
序
の
維
持
と
新
し
い
秩
序
の
付
加
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し

て
い
こ
う
と
思
う
。
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①

旧
秩
序
の
継
承

ま
ず
‘
近
世
期
の
国
岡
新
村
開
発
の
過
程
で
整
備
さ
れ
た
水
利
権

と
用
水
施
設
が
、
今
日
ま
で
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
み

て
み
よ
う
。

近
世
村
国
岡
新
村
は
‘

新
田
開
発
に
と
も
な
い
周
辺
村
と
の
あ
い



だ
に
数
々
の
契
約
を
結
ん
で
水
利
権
を
獲
得
し
、
複
雑
な
灌
漑
水
系

を
整
備
し
て
き
た
。
国
岡
新
村
の
開
発
に
あ
た

っ
て
は
、
ま
ず
溜
池

の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た

。

そ
れ
ら
は
‘
千
把
池

•

新
池
a

（明
治

初
期
に
棒
池
と
改
称

）
・
城
之
池
•
山
城
池
・
琴
池
•
新
池

b

の
六

つ
で
あ
る
が
、
琴
池
と
新
池
b
は
隣
村
国
安
村
と
の
立
合
池

（水
利

権
を
共
有
す
る
池
）
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
岡
は
集
水
に
不
利
な
自
然
条
件
に
あ
る
た
め
、
天
水
だ
け
で
は

水
不
足
と
な
る
。
そ
こ
で
、
加
古
新
村
と
と
も
に
、
延
宝
八
年

（一

六
八

O
)、
草
谷
川
か
ら
の
分
水
を
計
画
し
、
旧
来
か
ら
草
谷
川
を

利
用
し
て
き
た
八
つ
の
村
の
承
諾
を
得
て
、
非
灌
漑
期
間
に
限

っ
て

草
谷
川
よ
り
取
水
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
う
し
て
、
川
口
頭
首
口

か
ら
入
ヶ
池
ま
で
水
路
延
長
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
大
溝
が

掘
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
宝
永
七
年

(-
七

―
O
)
に
は
、
大
溝
用
水

補
強
の
目
的
で
、
川
口
頭
首
口
よ
り
数
百
メ
ー
ト
ル
上
流
の
河
原
田

井
か
ら
の
取
水
を
広
谷
村
と
の
間
に
契
約
し
、
そ
の
水
を
大
溝
に
落

と
す
よ
う
に
な

っ
た
。
大
溝
用
水
は
、
「
池
ノ
内
」
で
、
加
古
新
村

と
国
岡
新
村
と
の
間
で
七
分
三
分
に
分
水
さ
れ
、
国
岡
新
村
の
水
は

い
っ
た
ん
、
北
山
村
の
入
ヶ
池
に
貯
水
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
入
ヶ
池

の
貯
水
の
う
ち
、
「
分
切
石
（
ぶ
ん
ぎ
り
い
し
）」

よ
り
上
の
水
を
大

溝
か
ら
の
流
水
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
北
山
村
と
の
あ
い
だ
で
五
分
五

分
に
分
水
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
国
岡
新
村
の
水
利
権
は
、
国
岡
水
利

組
合
、
国
岡
部
落
会
水
利
部
を
経
て
、
今
日
で
は
国
岡
土
地
改
良
区

が
継
承
し
て
い
る
。
周
辺
村
と

の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
分
水
契
約

書
な
ど
の
古
文
書
は
、
国
岡
土
地
改
良
区
の
所
持
す
る
水
利
権
を
証

(5
)
 

明
す
る
最
重
要
書
類
と
し
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
水
利
権
と

不
可
分
の
関
係
を
も
つ
用
水
施
設
—
ー
ー
溜
池
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

に
付
随
す
る
樋
や
分
石
‘
用
水
路
な
ど

|
|
；
P
、
水
利
権
と
同
様

に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
溜
池
や
水
路
な
ど
の
土
木
建
造
物
は
、
水
の

利
用
条
件
を
規
定
す
る
枠
組
の
実
体
と
し
て
存
在
し
続
け
た
。
土
木

技
術
の
進
歩
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
用
水
施
設
は
順
次
改
修
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
近
代
的
技
術
は
‘
近
世
に
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
を

よ
り
厳
密
に
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
む
し
ろ
旧
秩
序
の
強
化
、

固
定
化
に
貢
献
し
た
。
た
と
え
ば
、
近
世
以
来
の
旧
慣
に
の
っ
と
り
、

毎
年
七
月
に
国
岡
土
地
改
良
区
と
入

ヶ
池
郷
土
地
改
良
区
と
の
あ
い

だ
で
水
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
入
ヶ
池
で
は
‘
昭
和
五
二
年
(
-
九

七
七
）
か
ら
五
六
年

(-
九
八

一）

に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
大
改

修
工
事
（
大
規
模
老
朽
た
め
池
整
備
事
業
）
に
よ
り
、
分
水
の
た
め

の
用
水
施
設
も
‘
従
来
の
石
張
り
か
ら
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
に
改
修

さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
方
法
に
し
た
が

っ
て
、
よ
り
正
確
に
分
水
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

近
世
期
に
村
々
間
で
果
さ
れ
て
き
た
水
利
慣
行
は
‘
近
代
に
は
水

利
組
合
や
部
落
間
で
、
さ
ら
に
現
在
で
は
土
地
改
良
区
間
で
継
承
さ

れ
て
い
る
。
①
琴
池
と
新
池
に
関
す
る
国
安
村
と
の
慣
行
は
琴
池
土

地
改
良
区
と
の
間
で
、
②
大
溝
用
水
に
関
す
る
加
古
新
村
と
の
慣
行

は
加
古
土
地
改
良
区
と

の
間
で
、
③
河
原
田
井
に
関
す
る
広
谷
村
と
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1HE 

単

図 I

此
絵
図
之
西
、
先
御
代
々
様
よ
り
境
内

御
極
被
下
候
趣
、
少
茂
無
相
違
書
写
差

上
申
候
、
先
規
之
通
、
諸
役
等
井
御
免

許
屋
敷
六
反
歩
‘
御
赦
免
之
御
判
形
頂

戴
仕
度
奉
願
候
．
以
上
、

加
古
郡
国
岡
新
村
頭
百
姓

弥
兵
衛

（印
）

安
右
衛
門

（印
）

孫
六

（印
）

同
断
組
頭
庄
屋

大
庄
屋

嘉
十
郎

[
裏
書
]

加
古
郡
国
岡
新
田
之
儀
、
表
普
絵
図
之
通
、
諸

役
等
井
屋
敷
六
反
歩
、
先
規
役
人
表
書
之
旨
を

以
‘
令
免
許
者
也

寛
延
二
己
巳
四
月
多
加
谷
治
助
右
衛
門

＼ヽ 

ー・

ー

芸

山
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史料64、寛延2年4月 (1749)、国岡新村絵図、国岡土地改良区所蔵。

原図 （カラー）をトレースした。



図2-1 国岡新村導水経路略図 （近世中期）

Ill口頭首口（大溝ノ堰）

河原田井

北山村、中村、国安村、

国岡新村、四ヶ村水利権共有

／
」

。国岡新村が水利権を
持っている池

と 新池

＼ 

琴池―一国安村、国協新村

二ヶ村水利権共有

図2-2 国岡土地改良区導水経路略図 （現在）

淡山疎水
↓ 9 

゜
国岡土地改良区が水利権を

持っている池

R さく袢

平成4年 (1992)現在の国岡土地改良区所有溜池面積は、下！奉池20,946m'、上棒池32,183m'、山城池26.323m'、

愛宕池14,876m'、千波池89,236m'、城ノ池31,331m'、琴池119.560吋（持分、国岡4/10、琴池6/10)、新池

24,775而（持分、国岡5/10、琴池5/10)である。
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表 l 対外的水利慣行の継承

関係用水施設 時期 関係村／水利団体 慣 行

①琴池、新池 近 国安村 琴池の水は、池の水の 5合の場所に分石を据
えて、中堤の束西に分水する。中堤の東側は国

岡の、西側は国安の流水とする。新池の水は、

世 琴池に流して分水する。（享保 6年 <1721〉契
約）

現
琴池土地改良区 毎年、 8月中旬に新池の水分を行なう 。両土

地改良区の役員が新池から琴池に通じる導水路

の溝浚えをおこない、新池の水を琴池に流す。

在 水は琴池に入ると水分石によって琴池内の堤防

の東西に分れる。

②大溝 近 加古新村 大溝用水を加古地内の 「池ノ内」にて加古

国岡=7 : 3に分水。共有水路の補修費や維持

世
管理のための労働力も同様に 7. 3の割合で負
担。（寛文12年 <1672〉契約）

加古土地改良区 大溝用水を加古地内の「池ノ内」にて加古

現 国岡=7 3の割合で分水。加古土地改良区と
の共有水路の補修費は、加古土地改良区か一括

して取り替え、後にその 3割を国岡土地改良区
が負担するのが江戸時代からの慣行である。こ

在 の「加古分担金」は、毎年 5月末日に支払われ
る。また、 8月には、加古土地改良区と合同で、
大溝水路巡回調査かおこなわれる。

③河原田井 近 広谷村 広谷村の用水源 「河原田井」の水利用代金と

して、加古新村と国岡新村は広谷村に銀150匁

世
を毎年 11月 1日に持参する。（宝永 7年
く1710〉契約）

現 広谷土地改良区 毎年12月7Bに行なわれる広谷町の加納院行
事に、土地改良区からのお供えとして 3万円を
持って参加する。2月4日の行事のさいには、

在 加納院から山伏が村を訪れ、土地改良区の役貝

が村中の家々をまわってお供えを集める。

④入ヶ池 近 北山村 入ヶ池の貯水のうち、 「分切石 （ぶんきりい

し）」より上の水を大溝からの流水ととらえ、

世
これを北山村とのあいだで5分 5分に分水する。

（寛文11年 <1671〉契約）

入ヶ池郷土地改良区 毎年、秋分の日以降は、余水吐を締め切って

現 貯水し、余水吐の締切り板 (60cm)の分を大溝
用水からの流水ととらえ、 7月下旬に入ヶ池郷
側、国岡側の余水吐の締切り板を同時にあげて

在
分水をおこなう。水分の後、秋分の日までは入ヶ

池郷土地改良区が自由に水を使用するか、秋分

の日が来ると再び貯水のため余水吐を閉鎖する。

国岡土地改良区所蔵文書および聞き取り調介により作成。
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の
慣
行
は
広
谷
土
地
改
良
区
と
の
問
で
、
④
入
ヶ
池
に
関
す
る
北
山

村
と
の
慣
行
は
入
ヶ
池
土
地
改
良
区
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
継
承
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
表

1
参
照
）
。

②
 
新
秩
序
の
形
成

次
に
‘
近
代
以
降
の
新
し
い
水
利
秩
序
の
形
成
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
水
利
秩
序
は
‘
け

っ
し
て
旧
秩

序
を
す
べ
て
破
壊
し
た
う
え
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
旧
秩
序
を
尊
重
し
た
う
え
で
、
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
明
治
期
に
お
け
る
こ
の
地
域
一
帯
の
最
大
の
変
化
は
‘
淡
山
疎
水

(6
)
 

が
開
通
し
た
こ
と
で
あ
る
。
淡
山
疎
水
へ
の
加
盟
に
よ
り
、
国
岡
新

村
の
水
利
は
‘
よ
り
広
域
の
灌
漑
水
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
淡
山
疎
水
は
、
当
時
‘
慢
性
的
水
不
足
状
態
に
あ

っ
た
加
古
台
地
の
水
利
状
況
を
好
転
さ
せ
る
た
め
計
画
さ
れ
た
も
の

で
、
明
治
二
四
年

(
-
八
九
一

）
に
淡
河
川

（
お
お
ご
が
わ
）
疎
水

が
、
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
に
山
田
川
疎
水
が
開
通
し
た
。
こ
の

疎
水
事
業
の
主
体
と
な
っ
た
印
南
新
村
は
か
二

0
カ
村
水
利
土
功
会

（
明
治
一
九
年
三
月
設
立
）
に
は
、
国
岡
新
村
を
含
む
加
古
台
地
周

辺
の
ニ
―
力
村
が
加
盟
し
た
。
水
利
土
功
会
は
‘
明
治
二
三
年
（
一

八
九

O
)
六
月
に
制
定
さ
れ
た
水
利
組
合
条
例
に
も
と
づ
き
改
組
さ

れ、

同
年

―
一
月
に
加
古
郡
母
里
村
外
四
カ
村
普
通
水
利
組
合
が
設

立
さ
れ
た
。
こ
の
水
利
組
合
は
、
疎
水
事
業
を
お
こ
な
う
た
め
の
組

合
で
あ
り
、
組
合
に
加
盟
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
団
体
の
溜
池

の
入
り
口
ま
で
疎
水
を
送
り
届
け
る
の
が
そ
の
役
目
で
あ

っ
た
。
溜

池
の
維
持
管
理
や
農
地
へ
の
配
水
は
、
そ
の
溜
池
を
所
有
す
る
水
利

団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
お
こ
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
母
里
村
外
四
カ
村
普
通

水
利
組
合
へ
の
加
盟
は
‘
形
式
上
は
個
人
が
単
位
で
あ

っ
た
が
、
実

質
的
に
は
溜
池
水
利
団
体
ぐ
る
み
で
な
さ
れ
た
。
国
岡
新
村
で
も
村

ぐ
る
み
で
こ
の
水
利
組
合
に
加
盟
し
た
。
末
端
水
利
団
体
が
よ
り
広

い
受
益
地
を
も
つ
幹
線
水
利
組
合
に
加
盟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個

人
の
側
か
ら
み
れ
ば
同
じ
農
地
に
つ
い
て
二
重
に
上
下
の
組
織
に
加

入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
国
岡
新
村
に
疎
水
を
供
給
す
る
支
線
用
水

路
（
天
満
支
線
）
は
、
明
治
二
四
年
(
-
八
九
一
）
に
整
備
さ
れ
て

い
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
普
通
水
利
組
合
設
立
当
時

（明
治
二
三
年

〈一

(7
)
 

八
九

O
〉
一
―

月
）
の
国
岡
新
村
の
要
水
反
別
は
約
六
四
町
歩
で
あ

っ
た
。
当
時
、
国
岡
新
村
の
水
不
足
は
深
刻
で
、
も

っ
と
多
く
の
疎

水
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
か
な
わ
な
か

っ
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
淡
山
疎
水
の
開
通
に
よ
り
‘
国
岡
地
区
の
水
利

事
情
は
著
し
く
好
転
し
た
。
疎
水
開
通
以
前
は
‘
米

・
麦
の
は
か
‘

綿

・
た
ば
こ
等
の
畑
作
物
が
多
く
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
疎
水
開
通

後
は
水
田
が
増
加
し
、
米
作
が
中
心
と
な

っ
た
。

加
古
郡
母
里
村
外
四
カ
村
普
通
水
利
組
合
は
‘
明
治
四

一
年

（
一

九
〇
八
）
三
月
に
は
兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
普
通
水
利
組
合
に
、
昭

和
二
七
年
(

l

九
五
二
）
三
月
に
は
兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
土
地
改
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良
区
に
改
組
さ
れ
、
現
在
に
至

っ
て
い

る
。

次
に
、
近
代
以
降
、
新
し
く
築
造
さ
れ
た
溜
池
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。
明
治
期
に
は
、
貯
水
用
の
溜
池
と
し
て
権
ノ
池
（
明
治
初
期
‘

水
利
権
共
有
二
国
岡
五
分
、
琴
池
五
分
）
、
美
谷
池

（明
治
三
三
年

〈一

九

0
0〉
、
水
利
権
共
有
己
国
岡
七
分
、
琴
池
三
分
）
が
築
造

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
に
は
‘
農
地
配
水
用

の
溜
池
と
し
て
愛
宕
池
か
築
造
さ
れ
た
。
し
か
し
、
美
谷
池
は
‘
昭

和
五
一
年
(
-
九
七
六
）
に
県
立
養
護
学
校
建
設
用
地
と
し
て
、
権

ノ
池
は
昭
和
五
九
年
(
-
九
八
四
）
に
稲
美
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

建
設
用
地
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
売
却
さ
れ
た
。

さ
て
、
近
年
、
さ
ら
に
広
い
地
域
を
対
象
と
す
る
水
利
事
業
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
戸
市
、
明
石
市
、
三
木
市
、
加
古
川

市
、
美
嚢
郡
吉
川
町
、
加
古
郡
稲
美
町
の
四
市
二
町
が
関
係
す
る
東

播
用
水
農
業
水
利
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
、
上
記
六
つ
の
市
町

の
既
耕
地
へ
水
の
補
給
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
新
た
に
大
区
画
農

地
を
造
成
し
、
こ
の
農
地
に
必
要
と
な
る
灌
漑
用
水
も
併
せ
て
確
保

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
営
東
播
用
水
土
地
改
良
事
業
と
、
周
辺

一
三
市
町
の
水
道
水
供
給
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
兵

庫
県
水
道
用
水
供
給
事
業
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
の

水
源
施
設
と
し
て
、

加
古
川
水
系
の
支
川
に
三
つ
の
ダ
ム
と
ダ
ム
を

結
ぶ
導
水
路
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
事
業
は
平
成
五
年
(
-
九
九
三
）

三
月
に
完
工
し
て
お
り
‘
受
益
地
域
の
農
地
、
お
よ
び
水
道
用
水
の

原
水
供
給
地
点
に
用
水
を
供
給
し
て
い
る
。
稲
美
町
周
辺
地
域
へ
は
、

淡
山
土
地
改
良
区
の
管
理
す
る
水
利
施
設
を
と
お
し
て
供
給
さ
れ
る
。

最
後
に
、
国
岡
内
部
で
の
水
源
と
用
水
施
設
の
変
化
に
つ
い
て
簡

単
に
触
れ
て
お
く
。
昭
和
四
九
年

(-
九
七
四
）
、
昭
和
五
三
年

（一

九
七
八
）
に
は
新
た
な
水
源
と
し
て
、
さ
く
井

（さ
く
せ
ん
）

が
設
置
さ
れ
た
。
さ
く
井
と
は
‘
池
の
水
が
渇
水
に
な

っ
た
と
き
補

助
的
に
水
を
揚
げ
る
た
め
の
深
い
井
戸
で
あ
る
。
さ
く
井
は
‘
山
城

池
に
一

ヶ
所
、
千
波
池
に
ニ
ヶ
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成

元
年
(
-
九
八
九
）
四
月
に
は
、
県
営
圃
場
整
備
事
業
に
よ
り
、
国

岡
土
地
改
良
区
の
全
灌
漑
面
積
七
六
町
の
う
ち
、
市
街
化
調
整
区
域

と
さ
れ
て
い
る

二
七
町

（
三
五
•
五
％
）
で
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
よ
る

農
地
配
水
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
国
岡
に
お
い
て
、
近
世
に
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
の
継
承

と
新
し
い
水
利
秩
序
の
形
成
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
近
代
以
降
の
展

開
は
、
第
一
に
旧
慣
の
尊
重
、
そ
し
て
、
第
二
に
新
た
な
水
源
の
開

発
に
と
も
な
つ
広
域
水
利
組
織
へ
の
参
加
、
第
三
に
水
利
施
設
の
近

代
化
の
三
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
以
降
の
技
術

的

・
社
会
的
な
変
動
の
な
か
で
も
‘
近
世
期
に
村
落
間
に
形
成
さ
れ

た
水
利
秩
序
は
強
固
に
維
持
さ
れ
続
け
‘
こ
れ
を
残
し
な
が
ら
よ
り

広
い
地
域
を
含
み
こ
む
新
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
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水
利
組
織
の
機
構

本
節
で
は
、
国
岡
に
お
け
る
近
代
以
降
の
水
利
組
織
機
構
の
変
遷



に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
国
岡
の
水
利

は
、
①
国
岡
新
村
（
明
治
初
期
ー
大
正
一
三
年
）、
②
|
a
国
岡
水

利
組
合

（大
正

一
三
年
1
昭
和
一
六
年
）
、
②
|
b

国
岡
部
落
会
水

利
部
（
昭
和
一
六
年
1
三
二
年
）
‘
③
国
岡
土
地
改
良
区
（
昭
和
三

二
年
1
現
在
）
と
、
そ
れ
を
に
な
う
組
織
が
推
移
し
て
き
た
。
こ
の

う
ち
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
重
要
な
転
換
点
と
な
る
の
は
、
大
正
一

三
年
(
-
九
二
四
）
の
国
岡
水
利
組
合
の
誕
生
と
昭
和
三
二
年
（

一

九
五
七
）
の
国
岡
土
地
改
良
区
へ
の
改
組
で
あ
る
。
国
岡
水
利
組
合

の
誕
生
に
よ

っ
て
、
意
思
決
定
の
面
で
も
会
計
の
面
で
も
、
水
利
組

織
は
村
落
機
構
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
岡
土
地
改
良
区
へ
の

改
組
に
よ
り
、
水
利
組
織
は
、
組
織
と
し
て
も
村
落
機
構
か
ら
完
全

に
分
離
さ
れ
た
。

以
下
で
は
‘
右
の
二
点
を
境
に
、
水
利
組
織
機
構
の
変
遷
を
三
つ

の
時
期
に
分
け
て
考
察
し
て
い

く
。
な
お
、

表
2
は
国
岡
の
水
利
組

織
機
構
の
変
遷
に
つ
い
て
、
表

3
は
国
岡
の
水
利
組
織
の

「
長
」
の

変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
適
時
、
参
照
さ
れ
た
い

。

①
 

(10
)
 

国
岡
新
村
（
国
岡
村
）
に
よ
る
水
管
理

（近
代
初
頭

S
大
正
一
三
年
）

近
世
に
お
い
て
は
、
水
の
維
持
管
理
は
村
役
人
を
中
心
と
す
る
村

落
機
構
に
よ

っ
て
に
な
わ
れ
て
お
り
、
水
利
を
目
的
と
す
る
独
立
し

た
組
織
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
近
代
に
入

っ
て
も
し
ば
ら
く
の
あ
い

だ
は
‘
水
利
の
問
題
は
、
近
世
と
同
様
に
、
村
政
の

一
部
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
。

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
国
岡
新
村
の
長
と
し
て
村
の
一
般
行

政
お
よ
び
水
管
理
の
中
心
と
な

っ
た
の
は
‘
「
国
岡
総
代
」
で
あ

っ

た
。
水
利
関
係
の
書
類
へ
の
署
名
は
‘

「国
岡
総
代
」
と
い
う
肩
書

の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
。
水
利
に
関
す
る

一
切
は
村
政
の一

部
と

し
て
、
国
岡
総
代
の
名
の
も
と
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

国
岡
総
代
を
勤
め
た
の
は
、

江
戸
時
代
に
代
々
庄
屋
を
勤
め
た

F

家
の
系
譜
を
引
く
人
々
で
あ

っ
た
。
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て

国
岡
総
代
を
勤
め
た

F
.
K
o
氏
と

F
.
s
氏
は
‘
い
ず
れ
も

F
本

家
の

六
代
目
と
七
代
目
で
あ
り
、
つ

づ
い
て
国
岡
総
代
と
な
っ
た

F
.
K
a
氏
は
、

F
家
か
ら
の
分
家
の
二
代
目
で
、
本
家
へ
養
子
に

行

っ
た
F
.
s
氏
の
実
弟
で
あ

っ
た
。

F
家
は
‘
村
の
開
発
者
の
子

孫
で
あ
り
、

江
戸
時
代
か
ら
庄
屋
の
家
と
し
て
村
内
で
高
い
地
位
を

占
め
て
き
た
。
近
代
に
入

っ
て
も
、
元
庄
屋
家
で
あ
る

F
家
は
‘
村

政
に
つ
い
て
絶
対
的
な
権
力
を
保
ち
続
け
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
末
期
に
は
す
で
に
、
水
利
を
専
門
と
す
る
役
員
が
存

在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
会
計
関
係
の
史
料
か
ら
、
明
治
四

0
年

以
降
に
つ
い
て
は
水
利
委
員

(
1
0
名
）
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

(12
)
 

が
で
き
る
。

ま
た
、
村
内
の
水
管
理
の
要
員
と
し
て
、
池
守

（
い
け
も
り
）
と

水
入

（み
ず
い
れ
）
が
近
世
よ
り
置
か
れ
て
い
た
。
池
守
と
は
文
字

ど
お
り
池
の
管
理
者
で
あ
り
、
水
入
と
は
‘
溜
池
か
ら
各
農
家
の
田

畑
ま
で
水
を
引
く
人
の
こ
と
で
あ
る
。
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表 2 国岡の水利組織機構の変遷

村落機構との関連 水利組織の長 水入
時 期 水管理組織名 水利役員 池守

（配水係）意思決定機関 会計 総会 権版 性格

① 明治初期 国岡新村、国 未分離 未分離
家格型

～大正13年 岡村（大正9-) 地主
貧農

② 大正13年 天満村国岡水 分離 大ぃ在村地主 希望者

I 
～昭和16年 利組合 （協講会 一括 池に近い 多数
a 

家
と水利会）
-------------- 実業家型

② 昭和16年 天満村国岡部 （協議部 分離 地主
I 

I 

b ～昭和32年 落会水和1部 と水利部） ↓ 
↓ -------------- I 

③ 昭和32年 国岡土地改良 （自治会 小 実務型 自作農
分離 昭和55年 高齢者

～現在 区 と土地改） 自作牒 廃止 人材難

国岡土地改良区所蔵文書およぴ聞き取り調査により作成。

表 3 国岡における水利組織の長

:任:ol~:3 二；台r:,年~しI村の開発者の:1系］已事項

□□:： 

ご：：：麟誼・エニ：~-~::員自作農
慶応3年～明治11年については、 r稲美町史J261頁、それ以後については、国岡土地改良区所蔵

文書およぴ聞き取り調査により作成。
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聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
池
守
の
職
は
‘
池
に
最
も
近
い
家
が
代
々

っ
と
め
た
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
池
守
の
職
は
、
け

っ
し
て
権
威

を
と
も
な
つ
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
池
守
の
給

料
は
、
近
世
以
来
、
村
か
ら
米
で
支
払
わ
れ
て
お
り
、
会
計
書
類
に

は
、
毎
年
、

「
池
守
給
米
代
」
の
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
水
入
の
職
は
、
旧
来
、
経
営
規
模
の
小
さ
い
、
比
較
的
貧

し
い
農
家
が
つ
と
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
兼
業
収
入
の
道
が
ほ
と

ん
ど
な
か

っ
た
時
代
に
は
、
水
入
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
人
が
非

常
に
多
く
‘
く
じ
引
き
で
決
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
入
の
給

料
は
、
近
世
に
は
、
村
か
ら
米
で
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、
近
代
以
降

は
‘
水
入
自
身
が
、
自
分
の
担
当
区
域
の
農
家
か
ら
米
を
集
め
て
ま

、
、
、

わ
っ
た
。
水
入
給
は
、
そ
の
農
地
の
耕
作
者
が
米
で
支
払
う
こ
と
に

(13〉

な
っ
て
い
た
。

会
計
に
つ
い
て
は
、
村
の
協
議
費
と
水
利
費
の
用
途
を
と
く
に
区

別
す
る
こ
と
な
く
‘
い
わ
ば
「
ひ
と
つ
の
財
布
」
で
運
営
さ
れ
て
い

(14
)
 

た
こ
と
が
わ
か
る
。
協
議
費
は
戸
別
割
、
水
利
費
は
所
有
反
別
割
で

賦
課
さ
れ
て
い
た
。
協
議
費
は
家
ご
と
の
等
級
別
に
‘
水
利
費
は
‘

地
租
改
正
に
よ
る
土
地
の
私
的
所
有
権
の
確
立
に
と
も
な
い
、
土
地

所
有
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
小
作
人
の
耕

す
耕
地
の
水
利
費
も
、
地
主
が
負
担
し
た
の
で
あ
る
。
協
議
費
と
水

利
費
は
、
『
水
利
費
協
議
費
徴
収
簿
』
に
よ
り
一
括
し
て
管
理
さ
れ

こ
。
f
 以
上
、

明
治
初
頭
か
ら
大
正
一

三
年

（
一
九
二
四
）

の
あ
い
だ
の

国
岡
新
村

（国
岡
村
）
の
水
利
組
織
機
構
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ

の
時
期
に
は
‘
近
世
と
ほ
ぼ
同
様
に
‘
庄
屋
の
系
譜
を
引
く
国
岡
総

代
を
中
心
と
し
て
村
落
水
利
が
展
開
さ
れ
た
か
、
水
利
委
員
の
設
置
‘

土
地
所
有
者
に
た
い
す
る
反
別
水
利
費
の
賦
課
な
ど
の
点
に
変
化
が

み
ら
れ
る
。

②
ー
a

天
満
村
国
岡
水
利
組
合

（大
正
＿
三
年

S
昭
和
一
六
年
）

大
正

一
三
年

(-
九
二
四
）
、
天
満
村
国
岡
水
利
組
合
が
誕
生
し
、

村
の
一
般
行
政
を
に
な
う
「
協
議
部
」
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
水
利
組

合
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
大
変
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

史
料
が
な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

国
岡
水
利
組
合
の
組
織
機
構
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
最
大
の
手
掛

か
り
は
、

「国
岡
水
利
組
合
規
約
」
、
「
池
守
職
務
心
得
」
、
「
水
入
役

(15
)
 

心
得
書
」
の
三
つ
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
水
利
組
合
設
立
に

あ
た
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
成

立
当
初
の
国
岡
水
利
組
合
は
‘
水
利
委
員
長
兼
総
代
の
も
と
に
、
水

利
委
員
一

0
名
、
池
守
六
名
、
水
入
役
五
名
と
い

う
構
成
で
運
営
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
国
岡
水
利
組
合
規
約
」
は
、
全
ニ
―
条
か
ら
な

っ
て
お
り
、
受

益
区
域
、
役
員
の
選
挙
方
法
、
そ
の
職
務
権
限
な
ど
に
つ
い
て
定
め

て
い
る
。
役
員
の
選
挙
権

・
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
一
年

（一

九
〇
八
）
三
月
に
加
古
郡
母
里
村
外
四
カ
村
普
通
水
利
組
合
の

改
組
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
兵
唐
県
淡
河
川
山
田
川
普
通
水
利
組
合
の
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規
約
と
そ
の
内
容
お
よ
び
記
述
方
法
が
似
て
い
る
の
で
、
規
約
の
作

(16) 

成
に
あ
た

っ
て
は
‘
こ
れ
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
‘

「
国
岡
水
利
組
合
規
約
」
か
ら
、
水
利
組
合
役
員
の
選
考
方
法
と
職

務
権
限
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

第
壱
条

第
弐
条

第
三
条

第
四
条

天
満
村
国
岡
水
利
組
合
規
約

国
岡
村
ハ
区
域
ハ
従
来
ノ
区
域
二
拠
ル
、

本
村
ノ
建
造
物
ヲ
維
持
管
理
シ
、
水
利
上
一
切
ノ
事
務

ヲ
処
理
ス
ル
為
、
水
利
委
員
タ
ル
役
員
ヲ
置
キ
‘
其
選
挙

方
法
、
職
務
権
限
、
左
之
通
リ
定
ム
、

水
利
会
ノ
組
織
及
選
挙

水
利
委
貝
ノ
定
数
ヲ
十
人
ト
シ
、
左
ノ
員
数
ヲ
選
挙
ス
、

投
票
ハ
連
記
ニ
シ
テ
匿
名
投
票
ト
ス
‘
但
シ
選
挙
人
ノ
協

議
ニ
ョ
リ
投
票
ヲ
用
ヒ
ズ
指
名
推
薦
ス
ル
事
ア
ル
ベ
シ
、

字

高

上

町

水

利

関

係

者

十

九

人

三

人

字

前

条

三

人

字

池

の

尻

条

弐

人

字

三

木

屋

条

壱

人

字

裏

条

壱

人

選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
年
齢
満
弐
拾
五
歳
以
上
ノ
男

子
ニ
テ
、
本
村
二
於
而
田
地
五
セ
歩
以
上
ヲ
満
一
ヶ
年
已

上
間
断
ナ
ク
所
有
ス
ル
モ
ノ
、
及
ヒ
家
督
相
続
二
拠
り
其

財
産
ヲ
継
承
シ
タ
ル
者
‘
但
シ
、
準
禁
治
産
者
ハ
此
限
り

第
六
条

第
十
五
条

二
非
ラ
ズ
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（
中
略
）

水
利
委
員
ノ
任
期
四
年
ト
ス
、

（中
略
）

水
利
委
員
職
務
権
限

水
利
会
ハ
水
利
土
木
村
治
上
二
関
ス
ル
事
件
ヲ
議
定
ス
‘

凡
ソ
左
ノ
如
し
、

一
、
水
利
規
約
ヲ
設
定
及
ヒ
訂
正
ス
ル
事
、

二
、
水
利
費
及
ヒ
村
費
ヲ
以
支
弁
ス
ル
事
‘
井
協
定
ス

ル
事
、

三
‘
歳
入
出
予
算
ヲ
定
ム
ル
事
、

四
使
用
料
‘
手
数
料
、
加
入
金
、
組
合
費
及
夫
役
、

現
品
ノ
賦
課
徴
収
二
関
ス
ル
事
‘

五
、
積
立
金
数
二
関
ス
ル
事
、

六
‘
歳
入
出
預
算
ヲ
以
定
ム
ル
外
二
新
二
職
務
ノ
負
担

ヲ
決
定
ス
ル
事
、

七
、
財
産
及
ヒ
築
造
物
ノ
管
理
方
法
ヲ
定
ム
ル
事
‘

八
‘
本
村
二
係
ル
訴
願
訴
訟
及
和
解
二
関
ス
ル
事
、

九
、
決
算
報
告
二
関
ス
ル
事
、

（
後
略
）

水
利
委
貝
は
‘
定
数
一

0
名
で
、
字
ご
と
に
人
数
を
割
り
当
て
て

選
出
さ
れ
た
。
水
利
委
員
選
挙
の
選
挙
権
は
‘
満
二
五
オ
以
上
の
男



子
で
、
国
岡
村
に
五
畝
以
上
の
田
地
を
満
一
年
以
上
間
断
な
く
所
有

す
る
者
に
与
え
ら
れ
た
。
水
利
委
員
の
任
期
は
四
年
と
さ
れ
て
い
る
。

水
利
委
員
の
職
務
権
限
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
村
の
建

造
物
の
維
持
管
理
な
ら
び
に
水
利
に
関
す
る
一
切
の
こ
と
が
ら
が
彼

ら
の
職
務
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

水
利
委
員
に
選
出
さ
れ
た
の
は
‘
村
で
大
地
主
と
目
さ
れ
た
家
の

人
々
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
り
大
地
主
が
解
体
さ
れ
る

ま
で
、
国
岡
で
は
七
つ
の
家
が
大
地
主
と
し
て
力
を
も

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
水
利
組
合
は
、
大
土
地
所
有
者
が
水
利

組
織
の
役
員
層
を
占
め
る
「
地
主
代
表
制
」
と
い
う
べ
き
構
成
を
と

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
の
『
水
利
費
反

別
賦
課
原
簿
』
に
よ
り
水
利
委
員
の
土
地
所
有
面
積
を
大
き
い
順
に

あ
げ
て
い
く
と
、
元
庄
屋
家
の

F
.
T
氏
一
四
町
八
反
、
水
利
委
員

長
の

T
.
K
氏
六
町
二
反
、
つ
づ
い
て
五
町
七
反
、
五
町
二
反
、
四

町
九
反
、
四
町
、
二
町
六
反
、
二
町
五
反
、
二
町
二
反
、
二
町
二
反

と
な
っ
て
い
砂

水
利
組
合
誕
生
当
初
は
、
水
利
委
員
長
は
国
岡
総
代
を
兼
任
し
て

お
り
、
水
利
委
員
長
と
な
る
人
物
個
人
の
村
に
お
け
る
職
務
権
限
の

範
囲
は
‘
水
利
組
合
成
立
以
前
の
国
岡
総
代
の
そ
れ
と
大
差
は
な
か

っ
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
規
約
の
第
一
四
条
、
第
一
八
条
に

は
、
水
利
委
員
長
の
選
考
方
法
と
職
務
権
限
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
十
四
条

水
利
委
員
当
選
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
水
利
委
員
会
ヲ

開
キ
、
本
村
公
氏
中
、
田
地
壱
町
五
反
歩
已
上
所
有
ス

ル
者
ヨ
リ
委
員
長
兼
総
代
壱
人
ヲ
選
挙
ス
ベ
し
、

水
利
委
員
長
兼
総
代
ハ
水
利
委
員
会
二
於
而
之
レ
ヲ

選
挙
ス
、
但
し
水
利
会

二
於
而
総
代
ヲ
選
任
ス
ル
ハ
土

地
ヲ

ハ
水
利
二
重
キ
ヲ
置
キ
タ
ル
が
故
ナ
リ
、

水
利
委
員
長
兼
総
代
ハ
本
村
ヲ
統
括
シ
本
村
ヲ
代
表

ス
、
水
利
委
員
長
兼
総
代
ノ
担
任
ス
ル
事
務
概
目
、
左

0
し
、

ノ
女一
、
水
利
会
ノ
議
決
ヲ
得
ベ
キ
事
件
二
付
、
其
議
案

ヲ
発
し
及
其
議
決
ヲ
執
行
ス
ル
事
‘

一
、
財
産
及
築
造
物
ヲ
管
理
ス
ル
事
、

一
、
証
書
及
公
文
書
類
ヲ
保
管
ス
ル
事
、

一
、
収
入
支
出
ヲ
命
令
し
及
会
計
ヲ
司

ル
事
、

一
、
水
利
会
ノ
議
決

ニ
ヨ
リ
使
用
料
、
手
数
料
、
加

入
金
、
夫
役
、
現
品
賦
課
徴
収
ス
ル
事
‘

第
十
八
条

水
利
委
員
長
は
、
水
利
委
貝
選
挙
後
の
水
利
委
員
会
に
お
い
て
、

国
岡
村
に
居
住
す
る
人
で
、
田
地
を
―
町
五
反
以
上
所
有
す
る
人
の

な
か
か
ら
選
挙
に
よ

っ
て
選
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
国
岡
村

を
代
表
す
る
国
岡
総
代
は
、
協
議
会
で
は
な
く
水
利
会
で
選
出
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
規
約
は
‘

国
岡
は
水
利
に
大
き
な
比
重
を
置
く
土
地
柄
で
あ
る
か
ら
、
と
し
て
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い
る
。
こ
の
村
に
と

っ
て
、
水
利
事
業
は
最
重
要
事
項
だ

っ
た
の
で

あ
る
。
水
利
委
員
長
兼
総
代
は
、
国
岡
村
を
統
括
し
代
表
す
る
人
物

で
あ
り
、
そ
の
職
務
は
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
い
る
。

水
利
組
合
誕
生
以
前
、
国
岡
総
代
と
し
て
国
岡
の
水
利
運
営
の
リ

ー
ダ
ー
と
な

っ
て
い

た
の
は
‘
元
庄
屋
の

F
家
で
あ

っ
た
。
前
述
の

よ
う
に
、

F
家
は
一
四
町
以
上
も
の
土
地
を
所
有
す
る
大
地
主
で
も

あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
水
利
組
合
誕
生
以
前
の
水
利
運
営
の
リ
ー
ダ
ー

を
、
「
家
格
型
地
主
」
と
し
て
そ
の
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と
に
し
よ

う
。
水
利
組
合
誕
生
後
に
は
「
家
格
型
地
主
」
の
独
占
的
優
位
が
く

ず
れ
、
よ
り
資
本
主
義
的
な
性
格
を
も
つ

「実
業
家
型
地
主
L

が
登

場
す
る
こ
と
に
な
る
。

水
利
組
合
誕
生
当
初
‘
水
利
委
員
長
兼
総
代
を
つ
と
め
た

T
.
K

氏
は
‘
村
の
大
地
主
の
ひ
と
り
と
み
な
さ
れ
て
は
い
た
が
、
い
わ
ゆ

る
旧
家
の
出
身
で
は
な
か

っ
た
。
彼
は
‘

立
派
な
髭
を
た
く
わ
え
た

海
軍
の
退
役
軍
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
土
地
所
有
面
積
に

つ
い
て
み
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

T
家
の
土
地
所
有
面
積
は
‘

元
庄
屋
で
あ
る

F
家
の
半
分
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
初

期
か
ら
つ
づ
い
た

「家
格
型
地
主」

の
独
占
的
優
位
は
、

T
.
K
氏

の
登
場
に
よ
り
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

規
約
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
水
利
委
員
長
と
総
代
は
ま
も
な

く
分
離
し
た
。

つ
づ
い
て
水
利
委
員
長
と
な

っ
た
の
は

F
.
T
氏
で

あ
り
、
総
代
と
な

っ
た
の
は

N
.
T
氏
で
あ
っ
た
。
水
利
委
員
長

F
.
T
氏
は
、
元
庄
屋
家
で
あ
る

F
本
家
の
八
代
目
で
、
後
に
天
満

村
村
長
と
な

っ
た
人
物
で
あ
る
。
「
家
格
型
地
主
」
か
ふ
た
た
び
水

利
運
営
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
総
代
N
.
T
氏

は
、
村
に
五
町
七
反
の
耕
地
を
所
有
す
る
在
村
地
主
で
あ
り、

（水

利
委
貝
長
で
は
な
く
）
水
利
委
員
を
兼
任
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
水

利
委
員
長
と
総
代
と
に
よ
る
「
村
役
両
頭
制
」
と
い
う
べ
き
体
制
が

で
き
あ
が

っ
た
。

昭
和
―

二
年

(-
九
三
七
）
に
は
、
あ
き
ら
か

に
実
業
家
と
し
て

の
性
格
を
備
え
た
地
主
が
水
利
委
員
長
の
職
に
つ
い
た
。
酒
造
会
社

を
経
営
す
る
在
村
地
主

s
.u氏
で
あ
る
。
以
後
、
昭
和
三

0
年
代

に
い
た
る
ま
で
、
国
岡
で
は
‘

S
家
が
水
利
委
員
長
を
つ
と
め
た
。

水
利
組
合
長
と
水
利
委
員
は
‘
必
要
に
応
じ
て
、
適
時
‘
「
水
利

会
」
を
開
き
‘
用
水
お
よ
び
用
水
施
設
の
管
理
を
お
こ
な

っ
た
。
渇

水
や
水
争
い
へ
の
対
応
、
村
道
の
改
修
‘
祭
り
の
こ
と
な
ど
、
村
全

体
に
と

っ
て
重
要
な
議
題
に
つ
い
て
は
水
利
会
と
協
議
会

（協
議
委

貝
―
二
名
か
ら
な
る
）
と
の

「合
同
会
」
が
も
た
れ
た
。
「
水
利
会

(18
)
 

同
日
誌
」
等
に
よ
る
と
、
昭
和
三
年
(
-
九
二
八
）

に
は
‘
水
利
会

が
一
九
回
、
合
同
会
が
一
回
開
か
れ
て
お
り
、
周
辺
村
と
の
水
争
い

の
激
し
か

っ
た
昭
和
四
年

(-
九
二
九
）
に
は
‘
水
利
会
が
三
八
回
、

合
同
会
が
九
回
開
か
れ
て
い
る
。
水
利
総
会
に
あ
た
る
会
合
は
戸
主

会
で
あ
り
、
こ
こ
で
協
議
部
と
あ
わ
せ
て
水
利
部
の
活
動
報
告
や
決

算
の
承
認
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

つ
ぎ
に
、
「
池
守
職
務
心
得
」
と
「
水
入
役
心
得
書
」
に
よ
り
、

大
正
末
期
頃

の
池
守
と
水
入
の
職
務
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
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池
守
は
、
水
利
委
員
長
の
推
薦
に
よ

っ
て
、
水
利
委
貝
が
協
議
の

上
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
人
数
は
六
人
と
さ
れ
、
池
の
割

(19
)
 

り
当
て
が
定
め
ら
れ
て
い
た

（た
だ
し
兼
任
可
）
。
池
守
は
‘
水
利

委
員
長
お
よ
び
水
利
委
員
の
指
揮
の
も
と
に
お
か
れ
た

（第
三
条
）。

そ
の
職
務
は
‘
①
自
分
の
受
け
持
ち
の
溜
池
の
堤
防
‘
樋
門
に
注
意

し
、
破
損
箇
所
を
発
見
し
た
ら
直
ち
に
水
利
委
員
長
に
報
告
し
応
急

の
修
繕
を
施
す
こ
と

（第
四
条
）
‘
②
用
水
路

（他
村
に
あ
る
用
水

路
を
含
む
）
を
見
廻
り
、
水
の
貯
溜
に
つ
と
め
る
こ
と

（第
五
条
）
、

③
夏
の
降
雨
の
際
に
は
‘
昼
夜
を
問
わ
ず
水
路
に
駆
け
つ
け
‘
流
水

を
集
め
‘
溜
池
に
引
水
す
る
こ
と

（第
六
条
）
の
三
つ
で
あ

っ
た
。

水
入
は
五
人
で
、
水
利
委
員
長
の
推
薦
に
よ
り
、
水
利
委
員
会
で

協
議
し
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
第
一
条
）。

池
守
と
同

様
に
、
水
入
も
水
利
委
員
長
お
よ
び
水
利
委
員
の
指
揮
命
令
下
に
置

か
れ
て
い
た

（第
三
条
）。
水
入
は
、
田
植
開
始
に
当
た

っ
て
は
池

の
樋
門
を
保
管
し
、
こ
れ
よ
り
秋
の
彼
岸
ま
で
、
約
八

0
日
間
勤
務

し
た

（第
四
条
）。
水
入
は
、
自
分

の
受
け
持
ち
区
域
の
田
地
に
公

平
に
配
水
し
、
極
力
、
不
公
平
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
（
第
五
条
）
。

最
後
に
‘
会
計
運
営
の
変
化
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
国
岡
水
利

組
合
の
誕
生
に
よ
り
、
村
の
協
議
部
の
会
計
と
水
利
関
連
の
会
計
は

分
離
さ
れ
た
。
協
議
費

（戸
別
割
）
は
村
の
協
議
部
の
収
入
に
、
水

利
費

（所
有
反
別
割
）
は
水
利
組
合
の
収
入
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
一
冊
の
帳
面
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た

「国
岡
村
」
の

『水

利
費
協
議
費
徴
収
簿
』
も
分
離
さ
れ
、
水
利
組
合
で
は
‘
水
利
費
の

賦
課
の
み
を
目
的
と
す
る

「国
岡
水
利
」
の

『水
利
費
反
別
賦
課
原

簿
』
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
予
算
書
や
決
算
書
も
、
村
の

協
議
部
と
は
別
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

以
上
、
大
正

一
三
年

(-
九
二
四
）
か
ら
昭
和
l

六
年

(-
九
四

-）

に
か
け
て
の
国
岡
水
利
組
合
に
よ
る
水
管
理
組
織
に
つ
い
て
、

規
約
、
日
誌
、
会
計
書
類
な
ど
の
文
書
史
料
を
た
よ
り
に
記
述
し
た
。

意
思
決
定
の
面
で
も
、
会
計
の
面
で
も
‘
村
の
協
議
部
と
は
独
立
し

た
水
利
組
合
か
誕
生
し
た
こ
と
が
最
大
の
変
化
で
あ
る
。
協
議
会
と

は
別
に
、
水
利
に
か
ん
す
る
意
思
決
定
機
関
と
し
て
、
水
利
委
員
長

と
水
利
委
員
か
ら
な
る
水
利
会
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
‘

こ
れ
ま
で

「
ひ
と
つ
の
財
布
」
で
運
営
さ
れ
て
い
た
村
の
協
議
部
と

水
利
部
の
会
計
は
分
離
さ
れ
た
。
水
利
組
合
の
誕
生
に
あ
た

っ
て
は
‘

規
約
が
整
備
さ
れ
、
選
挙
に
よ
る
役
員
選
出
が
定
め
ら
れ
る
な
ど
、

組
織
と
し
て
の
甚
盤
づ
く
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
時
期
の
水
利
組
合
は
、
地
主
代
表
制
と
い
う
べ
き
構
成
を
と

つ
て
お
り
、
大
土
地
所
有
者
が
水
利
委
員
長
・
水
利
委
員
と
な
り
村

の
水
利
運
営
を
に
ぎ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
水
利
組
合
誕
生
以
前
は
‘

元
庄
屋
家
の
系
譜
を
引
く
「
家
格
型
地
主
」
が
国
岡
総
代
と
し
て
水

利
運
営
を
は
じ
め
と
す
る
村
政
全
般
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
水
利
組
合
誕
生
後
は

「家
格
型
地
主
」
に
よ
る
独
占
的
支
配

か
く
ず
れ
、
さ
ら
に
昭
和
初
期
に
は
水
利
委
員
長
と
国
岡
総
代
が
分

離
し
、
村
役
両
頭
制
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和

一
0
年
代
に
入
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る
と
、
「
家
格
型
地
主
」
に
か
わ

っ
て
「
実
業
家
型
地
主
」
が
水
利

運
営
の
中
心
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

国
岡
水
利
組
合
の
誕
生
に
よ
り
、
水
利
組
織
と
村
落
機
構
と
の
組

織
的
分
離
は
大
き
く
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
離
は
ま
だ
完
了

し
て
い
な
か
っ
た
。
国
岡
村
全
体
に
と
っ
て
厘
要
な
こ
と
が
ら
に
つ

い
て
は
水
利
会
と
協
議
会
と
の
合
同
会
が
も
た
れ
て
い
た
し
‘
水
利

総
会
は
戸
主
会
と
あ
わ
せ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
国

岡
水
利
組
合
は
た
ん
な
る
農
業
水
利
の
た
め
の
受
益
者
団
体
と
し
て

で
は
な
く
‘
村
落
機
構
と
切
り
離
し
て
か
ん
が
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
国
岡
村
の
村
政
の
重
要
な
一
部
を
に
な
う
団
体
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

②

|
b
 天
満
村
国
岡
部
落
会
水
利
部

（昭
和
一
六
年

S
昭
和
三
二
年
）

昭
和
一
六
年
(
-
九
四
一
）
、
国
岡
水
利
組
合
は
、
国
岡
部
落
会

水
利
部
に
改
組
さ
れ
た
。
昭
和
一
五
年
(
-
九
四

O
)
の
内
務
省
訓

令
「
部
落
会
町
内
会
整
備
要
綱
」
に
も
と
づ
き
戦
時
下
の
住
民
組
織

が
全
国
的
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
村
落
機

構
の
再
編
成
が
お
こ
な
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
国
岡

村
」
は
「
国
岡
部
落
会
」
と
な
り
‘
協
議
部
、
水
利
部
、
愛
宕
神
社

部
の
三
つ
の
部
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に

は
役
員
と
し
て
協
議
委
員
‘
水
利
委
員
、
愛
宕
神
社
世
話
人
が
置
か

れ
、
こ
れ
ま
で
、
村
を
代
表
し
、
協
議
部
の
長
を
勤
め
て
き
た
「
国

岡
総
代
」
は
‘
「
国
岡
部
落
会
長
」
と
な
っ
た
。
ま
た
、
村
内
の
行

政
割
も
改
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の

「字
」
に
か
わ

っ
て
、
「
隣
保
」

お
よ
び
数
隣
保
か
ら
な
る
「
組
」
を
単
位
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
隣
保
お
よ
び
組
は
、
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
地
域
的

な
つ
な
が
り
を
尊
重
し
て
つ
く
ら
れ
応
。

し
か
し
、
水
利
組
織
の
運
営
に
と

っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
組
織
的

変
革
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
目
立
っ
た
変
化
は

生
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
水
利
組
合
が
部
落
会

を
構
成
す
る
部
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
ち
も
、
水
利
部
は
、
意
思
決

定
の
面
で
も
、
会
計
の
面
で
も
、
他
の
部
に
た
い
し
て
こ
れ
ま
で
ど

お
り
の
独
立
を
保
ち
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。

日
常
的
な
意
思
決
定
は
、
協
議
会
と
水
利
会
が
お
互
い
に
独
立
し

て
お
こ
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
が
年
に
一
度
、
活
動
報
告
や
予
算
、

決
算
の
承
認
を
求
め
る
総
会
は
‘
「
部
落
総
会
」
と
い
う
か
た
ち
で

一
括
し
て
招
集
さ
れ
た
。
ま
た
、
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
水
利
部
の

長
で
あ
る
「
水
利
委
員
長
」
の
部
落
内
に
お
け
る
地
位
は
依
然
と
し

て
高
く
、
人
々
は
水
利
委
貝
長
と
部
落
会
長
を
「
同
格
」
と
み
な
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
岡
で
は
、
水
利
の
問
題
は
あ
い
か

わ
ら
ず
部
落
全
体
に
か
か
わ
る
重
大
事
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
水
利

委
貝
長
は
部
落
会
長
の
下
で
は
な
く
、
同
等
の
重
み
を
も
つ
役
職
と

か
ん
か
え
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
初
期
に
成
立
し
た
水
利
委
員
長
と
総

代
の
村
役
両
頭
制
は
、
水
利
委
貝
長
と
部
落
会
長
の
両
頭
制
と
い
う

か
た
ち
で
、
部
落
会
成
立
後
も
維
持
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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会
計
の
面
で
も
、
部
落
会
で
は
‘
協
議
部
、
水
利
部
、
愛
宕
神
社

部
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
お
り
、
水
利
部
は
こ
れ
ま
で
同
様
に
、
独

(21
)
 

立
し
た
会
計
運
営
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
水
利
費
の
徴
収
方

法
か
ら
も
水
利
部
の
独
立
性
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
聞
き
取
り
に
よ

る
と
、
水
利
費
は
、
毎
年
―
二
月
末
の
日
曜
日
に
部
落
の
公
会
堂

（
現
在
は
‘
こ
こ
に
土
地
改
良
区
会
館
が
建
設
さ
れ
て
い
る
）
へ
各

自
が
持
参
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
部
落
協
議

費
は
、
国
岡
部
落
か
ら
依
頼
さ
れ
た
「
歩
き
」
と
よ
ば
れ
る
人
（
女

2
)
 

性
）
が
、
部
落
内
の
家
々
を
ま
わ
っ
て
徴
収
し
た

こ
の
時
期
に
水
利
委
員
長
を

つ
と
め
た
の
は
‘
前
述
し
た
よ
う
に
‘

実
業
家
の
性
格
を
備
え
た
在
村
地
主

s家
で
あ
っ
た
。
酒
造
会
社
を

経
営
す
る

S
.
u
氏
に
つ

づ
い
て
は
‘

そ
の
弟
で
麹
会
社
を
経
営
す

る

s
.s氏
が
水
利
委
員
長
と
な
っ
た
。

S
家
は
こ
の
時
期
、
元
庄

屋
の

F
家
、
国
岡
総
代
の

N
家
と
と
も
に
村
の
三
本
の
指
に
数
え
ら

れ
る
大
地
主
で
あ

っ
た
。
昭
和
―
四
年
の

S
.
u氏
と

s
.s氏
の

土
地
所
有
面
積
を
み
る
と
、

S
.
u
氏
は
八
町
一
反
、

S
.
s氏
は

(23
)
 

―
町
三
反
を
所
有
し
て
い
る
。

村
内
の
行
政
割
の
変
化
に
と
も
な
い
、
こ
れ
ま
で
「
字
」
単
位
に

選
出
さ
れ
て
い
た
水
利
委
員
は
‘
「
組
」
単
位
に
選
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
C

現
在
、
国
岡
土
地
改
良
区
で
は
「
組
」
を
単
位
と
し
て

組
織
編
成
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
型
は
‘
こ
の
と
き
成
立
し

(24) 

た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
水
利
委
員
に
は
‘
や
は
り
大
土
地
所

有
者
が
選
出
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

戦
後
、
農
地
改
革
に
よ
り
大
地
主
が
解
体
さ
れ
る
と
、
国
岡
の
土

地
所
有
秩
序
は
大
き
く
転
換
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
部
落
会
水
利

部
の
地
主
代
表
制
的
構
成
は
く
ず
れ
、
小
規
模
自
作
農
か
ら
な
る
集

団
へ
と
そ
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
大
転
換
の

の
ち
も
、
国
岡
で
は
、
土
地
改
良
区
に
改
組
さ
れ
る
ま
で
、
部
落
会

水
利
部
と
い
う
組
織
形
態
を
保

っ
た
ま
ま
水
利
運
営
が
お
こ
な
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

以
上
、
昭
和

一
六
年
(
-
九
四
一

）
か
ら
三
二
年
(
-
九
五
七
）

に
か
け
て
の
国
岡
部
落
会
水
利
部
に
つ
い
て
記
述
し
た
。
戦
時
体
制

下
で
の
国
家
に
よ
る
地
域
社
会
組
織
の
整
備
に
と
も
な
い
、
国
岡
の

水
利
組
織
は
部
落
会
を
構
成
す
る
組
織
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
部
落
会
の
下
位
集
団
と

し
て
設
定
さ
れ
た

「
組
」
を
水
利
委
員
の
選
出
単
位
と
す
る
な
ど
‘

部
落
会
の
組
織
的
整
備
に
と
も
な
い

、
水
利
部
内
部
の
組
織
も
整
え

ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

部
落
会
水
利
部
は
、
戦
後
、
農
地
改
革
を
む
か
え
る
ま
で
は
、
実
業

家
型
地
主
を
中
心
と
す
る
地
主
代
表
制
的
構
成
を
維
持
し
つ
つ
、
部

落
会
を
構
成
す
る
他
の
部
に
た
い
し
て
、
意
思
決
定
の
面
で
も
会
計

の
面
で
も
独
立
し
た
運
営
を
保
ち
続
け
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
農
地

改
革
に
よ
り
大
地
主
が
解
体
さ
れ
、
土
地
所
有
秩
序
が
大
き
く
転
換

し
た
の
ち
も
、
し
ば
ら
く
は
部
落
会
水
利
部
と
い
う
組
織
形
態
を
保

っ
た
ま
ま
水
利
運
営
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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③

国
岡
土
地
改
良
区

（昭
和
三
二
年

S
現
在
）

昭
和
三
二
年
(
-
九
五
七
）

l

二
月
、
国
岡
部
落
会
水
利
部
は
国

岡
土
地
改
良
区
に
改
組
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
部
落
会
（
自
治
会
）

と
水
利
組
織
は
‘
組
織
的
に
完
全
に
分
離
さ
れ
た
。
以
後
、
土
地
改

良
区
の
組
織
運
営
は
、
土
地
改
良
法
に
し
た
が

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
土
地
改
良
区
総
会
と
部
落
会

（自
治
会
）
の
総
会

は
、
別
々
に
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
‘
土
地
改
良
区
総
会
は

毎
年
三
月
末
日
に
、
自
治
会
総
会
は
四
月
上
旬
に
開
か
れ
て
い
る
。

土
地
改
良
区
へ
の
改
組
に
と
も
な
い
‘
土
地
改
良
区
の
長
は
理
事

長
、
役
員
は
理
事
ま
た
は
幹
事
と
な
り
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
し

た
が
い
組
合
員
の
選
挙
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た

だ
し
、
国
岡
土
地
改
良
区
で
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
各
組
ご
と
の
人

(25
)
 

数
割
当
に
し
た
が
っ
て
役
員
候
補
者
を
選
出
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、

候
補
者
は
常
に
定
数
内
に
お
さ
ま
る
こ
と
に
な
り
、
実
際
に
投
票
が

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
在
、
国
岡
土
地
改
良
区
は
理
事
長
一
名
、
副
理
事
長
一
名
、
会

計
一
名
、
理
事
四
名
、
幹
事
二
名
計
九
名
の
役
員
に
よ

っ
て
運
営

さ
れ
て
い
る
。
現
在
役
員
を
つ
と
め
て
い
る
の
は
‘
ご
く
平
均
的
な

農
家
の
人
々
で
あ
る
。
年
齢
的
に
は
五

0
オ
以
上
で
、
組
長
な
ど
の

地
区
の
役
員
や
、
農
業
の
経
験
の
豊
か
な
人
々
で
あ
る
。
理
事
の
任

(26〉

期
は
三
年
と
さ
れ
て
い
る
が
‘

二
期
以
上
つ
と
め
る
人
は
少
な
い

。

一
九
六
0
年
代
以
降
‘
急
速
な
兼
業
化
と
離
農
の
進
展
に
よ
り
‘

国
岡
に
お
け
る
農
業
の
比
重
は
い
ち
じ
る
し
く
減
少
し
た
。
ち
な
み

に
、
平
成
三
年

(
-
九
九
一

）
現
在
の
国
岡
自
治
会
加
盟
戸
数
は
六

一
五
戸
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
農
家
戸
数
は

一
四
五
戸
で
、

二

三
•

六
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い

。

国
岡
は
、
稲
作
中
心
の
村
で
あ
る
上
、
水
不
足
の
土
地
柄
で
あ

っ

た
た
め
、
水
利
組
織
の
長
と
い
う
役
職
は
、
旧
来
、
非
常
に
大
き
な

権
力
を
と
も
な
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
兼
業
化
な
ら
び
に
離

農
の
進
展
に
と
も
な
い
、
土
地
改
良
区
理
事
長
と
い
う
役
職
の
重
み

は‘

か
つ

て
に
比
べ
て
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
け
れ
ど

も
‘
土
地
改
良
区
理
事
長
が
、
依
然
、
村
の
要
職
と
み
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

。

土
地
改
良
区
の
初
代
理
事
長
は
‘
改
組
当
時
水
利
委
員
長
の
職
に

あ

っ
た

s
.s氏
で
あ

っ
た
。

s
.s氏
が
実
業
家
型
地
主
と
い
う

性
格
を
も

っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
そ
の
後
に
理
事
長
を
つ
と
め

た
人
々
は
皆
、
平
均
的
な
自
作
農
で
あ
り
‘

S
.
s氏
と
は
性
格
を

異
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
農
業
高
校
を
卒
業
し
て
い
る
と
か
‘
区

長
や
町
会
議
員
を
歴
任
し
て
い
る
と
い

っ
た
理
由
で
、
農
業
に
関
す

る
知
識
の
深
さ
や
組
織
運
営
の
手
腕
を
評
価
さ
れ
て
理
事
長
に
選
ば

れ
た
、

い
わ
ば

「実
務
家
型
」
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
必
ず
し
も
農

地
所
有
面
積
が
大
き
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い

。
か
つ
て

は
「
家
格
型
地
主
」
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
国
岡
の
水
利
組
織

の
長
の
職
は
‘

「実
業
家
型
地
主
」
を
経
て
、
今
日
で
は

「実
務
家

型
自
作
農
」
に
よ

っ
て
に
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
、
近
世
以
来
、
国
岡
の
用
水
管
理
に
あ
た

っ
て
き
た
池
守
と

水
入
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
昭
和
五
五
年

(
-
九
八

O
)
、
村
の

開
発
以
来
、
池
の
管
理
者
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
池
守
の
職
が
廃
止

さ
れ
‘
か
わ

っ
て
理
事
が
そ
の
職
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
池
守
は
池
の
近
く
に
居
住
す
る
農
家
で
手
間
の
あ
る
家

に
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
職
は
、
池
の
管
理
責
任
を

も
つ
土
地
改
良
区
理
事
長
お
よ
び
理
事
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
職
で

あ
り
、
池
守
自
身
に
は
管
理
責
任
が
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
管
理
上

の
責
任
を
も
つ
理
事
か
、
み
ず
か
ら
池
の
管
理
を
お
こ
な
う
べ
き
で

あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
理
事
が
分
担
し
て
池
の
管

理
を
お
こ
な
っ
よ
う
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

水
入
と
い
う
職
名
は
、
昭
和
五
五
年
(
-
九
八

O
)
の
池
守
の
廃

止
の
さ
い
に

「
配
水
係
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
水
入
の
職
務
内
容

は
、
土
地
改
良
区
改
組
後
も
変
化
は
な
く
‘
六
月
二
三
日
か
ら
九
月

二
三
日
の
配
水
期
間
中
、
溜
池
か
ら
各
農
家
の
田
畑
ま
で
の
配
水
を

お
こ
な

っ
て
い
る
。

こ
の
地
域
で
は
‘
六
月

一
五
日
頃
樋
抜
き
が
お

こ
な
わ
れ
、
そ
の
後
、
代
か
き
‘
田
植
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
樋
抜

き
日
か
ら
田
植
え
か
終
わ
る
ま
で
の
約
一
週
間
は
、
各
農
家
は
自
由

に
水
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
六
月
二
三
日
以
降
は

配
水
期
間
と
な
り
、
用
水
配
分
の
一
切
は
配
水
係
に
委
ね
ら
れ
、
各

農
家
は
自
由
に
水
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
い

。

配
水
係
は
五
名
置
か
れ
て
お
り
、
年
度
ご
と
に
組
の
単
位
で
選
出

さ
れ
、
依
頼
さ
れ
る
。
そ
の
内
訳
は
、

一
組
・

ニ
組
か
ら

一
名、

三

組
•

四
組
か
ら
一
名
、
五
‘
六
、
七
組
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
名
ず
つ
と

な

っ
て
い
る
。
現
在
、
配
水
係
を
つ
と
め
て
い
る
人
々
は
‘
六

0
歳

代
後
半
か
ら
七

0
歳
代
と
い
ず
れ
も
高
齢
で
あ
る
。
か
つ
て
は
兼
業

収
入
を
得
る
た
め
の
雇
用
機
会
か
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
水
入
役
の

職
を
希
望
す
る
人
は
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
高
度
経
済

成
長
期
以
後
は
兼
業
機
会
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
‘
水
入
役

（配

水
係
）
を
進
ん
で
つ
と
め
よ
う
と
す
る
人
が
い
な
く
な

っ
た
。
ま
た
‘

兼
業
農
家
が
三
カ
月
間
も
用
水
配
水
労
働
に
専
念
す
る
こ
と
は
時
間

的
に
も
不
可
能
で
あ
る
。
配
水
係
は
用
水
配
分
を
お
こ
な
う
の
で
あ

る
か
ら
、
灌
漑
担
当
区
域
の
水
路
‘
水
田
を
熟
知
し
、
農
業
の
知
識

も
あ
り
、
平
等
な
用
水
配
分
を
お
こ
な
い
う
る
熟
練
し
た
技
能
を
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
し
た
が

っ
て
、
配
水
係
は
‘
誰
に
で

も
簡
単
に
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
人
材
確
保
は
さ
ら
に

困
難
を
き
わ
め
て
い
る
。

土
地
改
良
区
へ
の
改
組
に
と
も
な
い
、
水
入
の
給
料
の
支
払
い
方

法
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
に
は
‘
水
入
の
給
料
は
、
水
入
自
身

が
自
分
の
担
当
区
域
の
農
地
の
耕
作
者
か
ら
米
の
か
た
ち
で
集
め
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
土
地
改
良
区
へ
の
改
組
に
と
も
な
い
‘
土
地
改

良
区
か
ら
現
金
で
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
配
水
係
の
給
料
は

月
給
制
で
、
七
月
・
八
月

・
九
月
の
三
カ
月
間
支
払
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
昭
和
三
二
年

(-
九
五
七
）
の
国
岡
土
地
改
良
区
設
立
以

降
の
水
管
理
組
織
機
構
に
つ
い
て
記
述
し
た
。
土
地
改
良
区
設
立
以

降
は
‘
自
治
会
と
土
地
改
良
区
は
‘
組
織
上
、
完
全
に
分
離
さ
れ
、
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こ
れ
ま
で
一
括
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
総
会
も
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
戦
後
の
地
主
制
の
解
体
、

六
0
年
代
以
降
の
離
農
‘
兼
業
化
の
進
展
に
よ
り
、
水
利
組
織
の
長

の
権
威
は
以
前
に
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
た
。
水
利
組
織
の
長
を
つ

と
め
る
人
物
も
、
地
主
か
ら
平
均
的
な
自
作
農
へ
と
移

っ
た
。
近
年

で
は
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進
み
‘
む
し
ろ
土
地
改
良
区
理
事

長
を
は
じ
め
と
す
る
土
地
改
良
区
役
員
や
配
水
係
の
人
材
確
保
か
問

題
と
な

っ
て
い
る
。

成
員
資
格

水
利
組
織
の
成
員
資
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
に
は
‘
そ
の
水

利
組
織
の
も
つ
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
と
く
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
。
誰
を
そ
の
水
利
組
織
の
実
質
的
な
構
成
員
と
認
め
る
か
と
い
う

こ
と
は
‘
い
い
か
え
れ
ば
「
そ
の
村
（
部
落
）
に
居
住
し
て
い
る
」

こ
と
が
水
利
組
織
の
成
員
資
格
と
ど
の
程
度
関
係
し
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
水
利
組
織
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
形
成

さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
‘

稲
美
町
内
の
水
利
団
体
の
場
合
、
近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
水
利
組
織

で
は
‘
村

（部
落
）
内
の
住
民
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
構

成
貝
の
待
遇
に
差
が
み
ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
近
代
以
降
に
誕
生

し
た
水
利
組
織
で
は
‘
所
属
す
る
村
（
部
落
）
の
相
違
に
よ
る
構
成

員
間
の
不
平
等
は
は
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

前
節
ま
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
国
岡
の
水
利
組
織
は
‘
基
本
的

に
は
近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
に
濃
厚
に
規
定
さ
れ
な
が
ら

運
営
さ
れ
て
き
た
。
近
世
期
に
は
‘
水
利
の
問
題
は
村
政
の

一
部
と

意
識
さ
れ
て
お
り
、
近
代
以
降
も
、
な
が
ら
く
、
水
利
は
村
全
体
に

か
か
わ
る
重
大
事
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
水
利
組
織
は
村
の
協

議
部
に
た
い
し
て
一
応
の
独
立
を
た
も
ち
な
が
ら
も
、
や
は
り
村
に

所
属
す
る
組
織
と
し
て
、
村
と
深
く
関
連
し
つ
つ
運
営
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
国
岡
で
は
‘
水
利
組
織
の
運
営
に
か
か
わ
る

諸
権
利
ー
選
挙
権
•
発
言
権

•

議
決
権
l

を
実
質
的
に
行
使

で
き
る
の
は
‘
国
岡
に
居
住
す
る
人
に
限
ら
れ
て
き
た
。
農
家
戸
数

割
合
が
二
割
強
と
な
っ
た
現
在
で
も
、
国
岡
土
地
改
良
区
は
国
岡
の

村
落
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
保

っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
国
岡

に
居
住
し
て
い
な
い
土
地
改
良
区
組
合
貝
が
土
地
改
良
区
の
運
営
に

か
か
わ
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。

国
岡
土
地
改
良
区
と
国
岡
の
村
落
社
会
と
の
結
び
つ
き
は
‘
た
と

え
ば
‘
以
下
の
よ
う
な
事
実
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
国

岡
土
地
改
良
区
は
、
国
岡
自
治
会
の
行
政
割
で
あ
る

「組
」
を
単
位

と
し
て
組
合
員
を
組
織
し
て
い
る
。
土
地
改
良
区
の
運
営
に
お
い
て
‘

組
は
つ
ぎ
の
五
つ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
。
①
農
地
把
握
の
単
位
。

土
地
改
良
区
が
作
成
す
る
農
地
台
帳

（耕
作
者
お
よ
び
耕
作
面
積
を

把
握
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
経
常
水
利
費
が

賦
課
さ
れ
る
）
は
組
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
組
に
所
属
し
な
い

入
作
者
に
つ
い
て
は
‘

「部
外
」
と
し
て
別
の
台
帳
に
の
せ
ら
れ
て
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い
る
。
②
水
利
費
徴
収
の
単
位
。
土
地
改
良
区
の
経
常
賦
課
金
は
‘

年
一
回
七
月
に
、
各
組
の
役
員
が
受
け
持
ち
区
域
の
農
家
を
ま
わ
っ

て
集
め
る
。
③
土
地
改
良
区
役
員
選
出
の
単
位
。
土
地
改
良
区
の
役

員
は
、
原
則
と
し
て
各
組
か
ら
一
名
ず
つ
、
各
組
ご
と
の
話
し
合
い

に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
。
④
配
水
係
選
出
の
単
位
。
配
水
係
は
、
年

度
ご
と
に
組
単
位
で
選
出
さ
れ
、
依
頼
さ
れ
る
。
⑤
共
同
労
働
の
単

位
。
毎
年
六
月
に
、
各
組
ご
と
に
田
植
え
前
の
溝
さ
ら
え
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
溝
浚
え
は
二
回
お
こ
な
わ
れ
、
初
め
の
一
回
は
農
家
と
非

農
家
が
い

っ
し
ょ
に
お
こ
な
い
、
あ
と
の
一
回
は
農
家
だ
け
で
お
こ

な
つ
。
日
時
の
決
定
か
ら
そ
の
連
絡
、
作
業
、
慰
労
会
に
い
た
る
ま

で
、
す
べ
て
各
組
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
欠
席
者
の
扱
い
に
つ
い

て
も
、
各
組
の
組
長
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
‘

国
岡
土
地
改
良
区
の
組
合
員
は
‘
国
岡
自
治
会
の
行
政
割
で
あ
る

「組
」
を
単
位
と
し
て
、
つ
ま
り
村
落
社
会
の
成
貝
と
し
て
組
織
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
岡
土
地
改
良
区
は
‘
国
岡
自
治
会
や
そ
の
他
の
団
体
と

同
様
に
、
国
岡
の
村
落
社
会
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
団
体
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
る
。
土
地
改
良
区
の
役
員
は
、
自
治
会
の
広
報
紙
上
で

自
治
会
役
員
‘
老
人
会
役
員
、
神
社
の
世
話
人
な
ど
と
同
列
に
、
地

区
の
役
員
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
岡
自
治
会
の
長
で
あ
る

「
区
長
」
の
承
認
を
お
こ
な
う
「
合
同
役
員
会
」
に
も
、
国
岡
地
区

内
の

一
団
体
の
代
表
と
し
て
土
地
改
良
区
役
員
が
参
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

で
は
、
近
代
以
降
の
国
岡
に
お
け
る
水
利
組
織
の
成
員
資
格
の
変

遷
を
追

っ
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
水
利
権
だ
け
で
な

く
、
水
利
組
織
の
運
営
に
か
か
わ
る
た
め
の
役
員
の
選
挙
権
、
総
会

で
の
発
言
権

•

議
決
権
に
も
注
目
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
有
無
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
実
際
に
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
含

め
て
検
討
を
す
す
め
た

い。

近
代
に
入
る
と
、
地
租
改
正
に
と
も
な
う
土
地
の
私
的
所
有
権
の

確
立
に
よ
り
‘
水
利
費
は
所
有
反
別
を
基
礎
に
土
地
所
有
者
に
た
い

0
)
 

し
て
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

水

利
費
を
負
担
す
る
の
は
そ
の

(31
)
 

土
地
の
所
有
者

（地
主
）
で
あ

っ
た
の
で
、
水
利
権
も
土
地
所
有
者

に
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
た
。
反
別
水
利
費
の
賦
課
額
は
‘
村

（部

落
）
内
の
住
民
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
差
が
も
う
け
ら
れ

て
い
た
。
明
治
、
大
正
期
の
数
字
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
、
昭
和
一

0
年
の
反
別
水
利
費
は
、
村

（部
落
）
内
二
円

-
O銭
割
、
村

（部
落
）
外
二
円
三
0
銭
割
で
あ

っ
た
。

選
挙
権
に
か
ん
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
‘
大
正
期
に
国
岡
水
利
組

合
の
設
立
に
さ
い
し
て
作
成
さ
れ
た

「国
岡
水
利
組
合
規
約
」
か
ら

(33
)
 

知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
れ
に
よ
る
と
、
水
利
委
員
選
挙
の
選
挙
権

は
‘
満
二
五
オ
以
上
の
男
子
で
、
国
岡
村
に
五
畝
以
上
の
田
地
を
満

一
年
以
上
間
断
な
く
所
有
す
る
者
、
お
よ
び
家
督
相
続
に
よ
り
そ
の

財
産
を
継
承
し
た
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
‘

被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
う
ち

「
一
、
官
公

吏
、
神
職
、
僧
侶
、
其
他
諸
宗
教
師
、

二
、
諸
学
校
ノ
教
諭
井
二
教
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員
‘
三
、
諸
種
工
事
ノ
請
負
ヲ
為
シ
営
業
ト
ス
ル
者
」
を
除
く
者
に

(34
)
 

与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
‘
村
内
に
居
住
す
る
者
と
い
う
条
件

は
な
い

。
し
か
し
、
水
利
委
員
の
選
出
方
法
を
検
討
す
る
と
、
実
質

的
に
は
村
内
に
居
住
す
る
者
し
か
水
利
委
員
の
選
出
に
か
か
わ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
‘
水
利
委
員
は
字
ご
と

の
人
数
割
り
当
て
に
し
た
が
い
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
か
、
実
際
に
投
票
か
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
た
い
て
い
は
、

「
選
挙
人

ノ
協
議
ニ
ョ
リ
投
票
ヲ
用
ヒ
ズ
指
名

(35
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推
薦

」
さ
れ
た
。
こ
の
協
議
は
字
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、

字
に
属
さ
な
い
人
々
、
す
な
わ
ち
村
外
に
居
住
す
る
人
々
は
、
選
挙

権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
岡
部
落
会
水
利
部
に
改
組
さ
れ
た
後
も
、
水

利
委
員
は
組
ご
と
の
話
し
合
い
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
て
お
り
、
部
落

外
居
住
者
が
役
員
選
出
に
か
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
よ
う
で

あ
る
。

総
会
で
の
発
言
権

•

議
決
権
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

。

国
岡
て

は
‘
昭
和
三
二
年
に
土
地
改
良
区
に
改
組
さ
れ
る
ま
で
、
水
利
総
会

は
村
の
協
議
部
の
総
会
（
戸
主
会
、
部
落
総
会
）
と

一
括
し
て
招
集

さ
れ
て
い
た
た
め
、
国
岡
に
居
住
し
て
い
な
い
人
々
が
国
岡
の
水
利

総
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
村
の
構
成
員
以
外
の
人
々
は
‘

た
と
え
国
岡
に
農
地
を
所
有
し
水
利
費
を
納
め
て
い
た
と
し
て
も
‘

水
利
運
営
に
か
ん
す
る
発
言
権

•

議
決
権
を
事
実
上
も
て
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
国
岡
で
は
‘
土
地
所
有
者
が
水
利
費
を
納

入
し
水
利
権
を
有
し
て
い
た
が
、
水
利
組
織
の
運
営
に
か
か
わ
る
役

員
選
挙
権

‘

総
会
で
の
発
言
権

•

議
決
権
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
、

村
内
に
居
住
す
る
者
し
か
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

戦
後
、
水
利
費
は
農
地
の
所
有
反
別
で
は
な
く
‘
耕
作
反
別
に
も

と
づ
い
て
耕
作
者
に
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
‘
水

利
権
は
、
土
地
所
有
者
で
は
な
く
耕
作
者
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

こ
。
t
 

つ

昭
和
三
二
年

(-
九
五
七
）、
国
岡
土
地
改
良
区
の
設
立
に
よ
り
‘

国
岡
の
水
利
組
織
は
部
落
会

（自
治
会
）
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
国
岡

土
地
改
良
区
の
灌
漑
区
域
内
に
農
地
を
耕
作
す
る
も
の
は
‘
村
内
に

居
住
す
る
者
で
な
く
て
も
組
合
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
土
地
改

良
区
の
す
べ
て
の
組
合
員
は
‘
平
等
に
、
農
地
の
耕
作
反
別
に
し
た

が
っ
て
水
利
費
を
納
め
、
選
挙
権
な
ら
び
に
総
会
で
の
発
言
権

•

議

決
権
を
も

っ
た
。
土
地
改
良
区
設
立
以
後
、
土
地
改
良
区
総
会
は
‘

部
落
会

（自
治
会
）
と
は
別
の
日
に
招
集
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
岡
に
居
住
す
る
人
も
そ
う
で
な
い
人
も
、
制
度

上
、
耕
作
者
と
し
て
平
等
な
権
利
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や

は
り
実
際
に
は
、
国
岡
に
居
住
し
て
い
な
い
組
合
員
が
総
会
に
出
席

し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
土
地
改
良
区
役
員
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、
本
来

は
組
合
員
の
選
挙
で
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
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れ
ま
で
同
様
に
各
組
ご
と
の
人
数
割
当
に
し
た
が
っ
て
役
員
候
補
者

を
選
出
し
て
い
る
た
め
、
候
補
者
は
常
に
定
数
内
に
お
さ
ま
る
こ
と

に
な
り
、
実
際
に
投
票
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

。
し
た
が
っ

て
、
国
岡
に
居
住
し
て
い
な
い
組
合
員
は
‘
事
実
上
、
選
挙
権
を
行

使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
土
地
改
良
区
改
組
後
も
、
国

岡
に
居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
水
利
組
織
の
運
営
に

か
ん
す
る
諸
権
利
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
に
大
き
く
影
響
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
国
岡
に
お
い
て
、
外
部
と
の
農
地
売
買
が
進
む
に
つ
れ
て
、

「
財
産
権
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
組
合
員
は

国
岡
土
地
改
良
区
の
管
理
す
る
財
産
—
ー

_
溜
池

•

水
路
等
の
不
動

産
、
預
金
等

I

に
た
い
す
る
権
利
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
新
規

転
入
者
が
新
た
に
国
岡
で
農
地
を
購
入
し
耕
作
し
て
組
合
員
と
な
り
、

土
地
改
良
区
の
財
産
権
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
の

声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
村
の
開
発
以
来
の
共
有
財
産
で
あ
る

溜
池
や
水
路
等
に
た
い
す
る
権
利
を
、
外
部
か
ら
の
新
規
参
入
者
に

認
め
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
一

年
(
-
九
七
六
）
の
土
地
改
良
区
総
会
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の
新

規
参
入
者
に
つ
い
て
は
財
産
権
を
も
た
な
い
「
準
組
合
員
」
と
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
準
組
合
貝
は
財
産
権
を
も
た
な
い
だ
け
で
な

く
‘
役
員
選
挙
権

・

被
選
挙
権
、
総
会
で
の
発
言
権

•

議
決
権
も
な

v
、
た
だ
水
利
権
の
み
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

以
上
、
近
代
以
降
の
国
岡
に
お
け
る
水
利
組
織
の
成
員
資
格
の
変

遷
を
追
っ
た
。
そ
こ
に
は
‘
二
つ
の
大
き
な
転
換
点
を
み
い
だ
す
こ

と
が
で
き
た
。
ひ
と
つ
は
、
戦
前
の
土
地
所
有
に
も
と
づ
く
成
員
資

格
か
ら
、
戦
後
の
土
地
耕
作
に
も
と
づ
く
そ
れ
へ
の
転
換
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
‘
昭
和
五

一
年

(-
九
七
六
）
以
降
の
新
規
参
入
者

に
た
い
す
る
正
規
成
員
資
格
か
ら
の
排
除
で
あ
る
。

近
代
か
ら
現
在
ま
で
を
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
‘
「
国
岡
に
居

住
」
し
て
い
て
は
じ
め
て
、
水
利
組
織
運
営
に
か
か
わ
る
諸
権
利
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
期
に
は
、
水

利
の
問
題
が
村
政
の
重
要
な

一
部
と
さ
れ
て
き
た
国
岡
で
は
、
近
代

以
降
も
、
水
利
組
織
と
村
落
機
構
は
密
接
な
関
係
を
保
ち
続
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
水
利
組
織
の
実
質
的
な
成
員
資
格
の
あ
り
方
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
国
岡
の
事
例
を
対
象
と
し
て
、
近
世
期
に
形
成
さ
れ

た
村
落
水
利
秩
序
ー
~
周
辺
村
落
と
の
間
の
水
利
慣
行
‘
組
織
運

営
方
式
な
ど
|
|
よ
り
継
承
と
変
容
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

近
代
以
降
の
国
岡
の
水
利
組
織
は
、
近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
水
利

秩
序
に
濃
厚
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
運
営
さ
れ
て
き
た
。
近
世
村
国
岡

新
村
の
水
利
慣
行
は
‘
町
村
合
併
に
よ
っ
て
新
し
く
設
定
さ
れ
た
行

政
村
天
満
村
で
は
な
く
、
旧
近
世
村
国
岡
新
村
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ

た
。
溜
池
や
水
路
な
ど
の
土
木
建
造
物
は
‘
水
の
利
用
条
件
を
規
定
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す
る
枠
組
の
実
体
と
し
て
存
在
し
続
け
た
。
国
岡
新
村
は
、
明
治
期

に
周
辺
村
落
と
と
も
に
広
域
水
利
組
織
に
加
盟
し
、
新
た
な
水
源
で

あ
る
淡
山
疎
水
の
利
用
を
開
始
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
疎
水
に
か

ん
す
る
新
た
な
水
利
慣
行
を
付
け
加
え
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ

っ

て
近
世
期
に
周
辺
村
落
と
の
間
に
形
成
さ
れ
た
水
利
秩
序
か
犯
さ
れ

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
近
年
展
開
さ
れ
た
東
播
用
水
農
業
水
利
事
業

も
、
同
様
に
、
近
世
以
来
の
村
落
間
の
水
利
秩
序
に
変
更
を
せ
ま
る

も
の
で
は
な
い
。

水
利
組
織
の
機
構
は
、
近
現
代
を
と
お
し
て
、
村
落
機
構
と
密
接

な
関
連
を
保
ち
な
が
ら
目
的
集
団
と
し
て
の
組
織
的
整
備
が
進
め
ら

れ
て
き
た
。
明
治
初
期
か
ら
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
‘
近
世
期
と
同

様
に
村
落
機
構
が
水
管
理
機
能
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大

正
一
三
年
(
-
九
二
四
）
に
は
天
満
村
国
岡
水
利
組
合
が
誕
生
し
、

意
思
決
定
お
よ
び
会
計
運
営
に
つ
い
て
は
村
落
機
構
と
の
分
離
が
な

さ
れ
た
。
し
か
し
、
村
落
機
構
と
の
組
織
的
分
離
は
こ
れ
で
完
了
し

た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
国
岡
村
全
体
に
か
か
わ
る
重
要
な
議
題
は

水
利
会
と
協
議
会
と
の
合
同
会
で
協
議
さ
れ
た
し
、
水
利
総
会
は
戸

主
会

・
部
落
総
会
と
一
括
し
て
開
催
さ
れ
続
け
、
水
利
組
織
は
村
落

機
構
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
保
ち
続
け
た
。
昭
和
三
二
年

(
-
九
五

七
）
に
は
、
土
地
改
良
法
に
も
と
づ
き
国
岡
土
地
改
良
区
が
設
立
さ

れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
水
利
組
織
と
村
落
機
構
は
組
織
上
完
全
に
分
離

さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
長
い
間
、
村
落
機
構
と
深
い
関
連
を
保
ち
な

が
ら
水
利
組
織
の
運
営
が
展
開
さ
れ
て
き
た
た
め
、
今
日
で
も
国
岡

土
地
改
良
区
は
国
岡
地
区
に
所
属
す
る
組
織
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地

域
住
民
に
観
念
さ
れ
て
い
る
。

水
利
組
織
の
役
員
の
性
格
は
、
時
代
に
よ
り
大
き
く
異
な

っ
て
い

る
。
水
利
委
員
は
、
戦
前
ま
で
は
部
落
内
の
お
も
だ

っ
た
地
主
か
継

続
し
て
選
出
さ
れ
て
お
り
、
地
主
代
表
制
と
い

う
べ
き
構
成
を
と

っ

て
い
た

の
で
あ
る
が
、
農
地
改
革
に
よ
り
大
地
主
が
解
体
さ
れ
る
と
、

平
均
的
な
自
作
農
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
今
日
で
は
、
農

業
や
地
域
で
の
役
員
の
経
験
、
時
間
的
余
裕
、
健
康
状
態
な
ど
を
考

慮
し
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
再
選
さ
れ
る
人
は
少
な

、
。水
利
組
織
の
長
の
に
な
い
手
は
‘
近
代
に
入

っ
て
し
ば
ら
く
の
間

は
元
庄
屋
家
の
系
譜
を
引
く

「家
格
型
地
主
」
が
つ
と
め
た
の
で
あ

る
が
、
大
正
末
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
家
格
の
高
く
な
い
家
の
人

も
水
利
委
員
長
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和

一
0
年
代
に

は‘

1
0
町
歩
近
い
土
地
を
集
積
し

つ
つ
会
社
経
営
を
お
こ
な
う

「実
業
家
型
地
主
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
戦
後
は
、
農
地
改
革
に
よ
り

大
地
主
が
解
体
さ
れ
た
た
め
、
土
地
所
有
面
積
や
耕
作
面
積
と
は
関

係
な
く
、
実
務
的
能
力
を
備
え
た
自
作
農

（「
実
務
型
自
作
農
」）

が

選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

各
溜
池
に
池
守
を
置
き
‘
溜
池
か
ら
各
耕
地
ま
で
の
配
水
は
水
入

役
が
お
こ
な
う
と
い
う
水
管
理
方
式
は
、
最
近
で
は
一
部
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
の
導
入
に
よ
り
配
水
係

（水
入
役
）
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
近
世
以
来
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
み
ら
れ
な
い

。
た
だ
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し
、
今
日
で
は
、
池
守
の
仕
事
は
土
地
改
良
区
役
員
が
つ
と
め
て
い

る
し
、
水
入
の
仕
事
の
に
な
い
手
は
‘
兼
業
収
入
を
求
め
る
零
細
な

農
家
（
希
望
者
多
数
）
か
ら
高
齢
者
（
人
材
難
）
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

水
利
組
織
の
成
員
資
格
は
、
つ
ね
に
村
の
構
成
員
と
し
て
の
成
員

資
格
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
近
世
以
来
、
国
岡
で
は
‘
水
利
の

問
題
は
村
全
体
に
と

っ
て
の
重
大
事
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
た
め
、

水
利
組
織
は
村
落
機
構
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
続
け
、
水
利
組
織
の

実
質
的
な
成
員
資
格
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

水
利
組
織
の
成
員
は
、
戦
前
は
土
地
所
有
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
彼

ら
は
水
利
権
だ
け
で
な
く
‘
水
利
組
織
の
運
営
に
か
か
わ
る
役
員
選

挙
権

・

被
選
挙
権
、
総
会
で
の
発
言
権

•

議
決
権
を
も
っ
て
い
た

。

し
か
し
、
水
利
組
織
の
運
営
に
か
か
わ
る
諸
権
利
を
実
際
に
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
事
実
上
、
村
内
居
住
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。

戦
後
、
水
利
権
は
土
地
耕
作
者
の
も
の
に
な

っ
た
の
で
あ
る
か
、
村

外
居
住
者
が
、
選
挙
権

・

被
選
挙
権
、
総
会
発
言
権

•

議
決
権
を
行

使
し
に
く
い
状
況
は
続
い
た
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
‘
農
地
売
買
か

進
ん
だ
た
め
財
産
権
の
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五

一
年
(
-
九
七
六
）
以
降
の
新
規
加
入
者
は
財
産
権
だ
け
で
な
く
選

挙
権

・
被
選
挙
権
、
発
言
権

・
議
決
権
も
も
た
な
い
準
組
合
員
と
さ

れ
、
水
利
権
の
み
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
周
辺
村
落
と
の
間
の
水
利
慣
行
や
組
織
運

営
方
式
は
‘
近
現
代
を
つ
う
じ
て
維
持
さ
れ
続
け
、
そ
の
多
く
は
今

日
で
も
確
認
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
旧
慣
は
、
新
し
く
形

成
さ
れ
る
水
利
秩
序
を
規
定
す
る
枠
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
た

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
代
以
降
の
社
会
変
動
の
な
か
で
、

国
岡
の
水
利
組
織
は
旧
慣
を
堅
く
維
持
し
な
が
ら
も
、
そ
の
外
側
に

は
広
域
水
利
組
織
と
の
間
に
あ
ら
た
な
水
利
秩
序
を
築
き
、
内
側
で

は
目
的
集
団
と
し
て
の
組
織
的
整
備
を
進
め
つ
つ
質
的
変
容
を
と
げ

て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
水
利
組
織
と
行
政
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
議
論
を

展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
周
辺
地
域
を
ふ
く
む
‘
よ
り
広

範
囲
の
史
料
収
集
・
検
討
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

[
付
記
]

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
国
岡
土
地
改
良
区
の
関
係
者
の

方
々
か
ら
懇
切
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
い
た

し
ま
す
。

(l
)

永
田
氏
は
、
旧
池
の
水
利
団
体
の
事
例
と
し
て
野
寺
を
、
新
池
の

事
例
と
し
て
手
中
池
を
と
り
あ
げ
、
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
お
ら
れ

る
。
永
田
恵
十
郎
「
溜
池
濯
漑
地
帯
に
お
け
る
水
利
秩
序
の
変
容
過

程
ー
|
_
兵
庫
県
加
古
台
地
の
場
合
ー
|
'
」
、

『
日
本
農
業
の
水
利
構

造
』
、
岩
波
書
店
‘

一
九
七

一
年
‘

一
七
九
ー
了
八
五
頁
。

(2
)

筆
者
は
‘
一

九
九

一
年
二
月
に
稲
美
町
内
の
水
利
団
体
を
対
象
と

し
て
郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
こ
な
っ
た
（
別
表
参
照
）
。

こ
の
結
果
に
よ
る
と
‘
近
世
以
前
に
成
立
し
た
水
利
委
貝
会
で
は
‘

そ
の
は
と
ん
ど
が
自
治
会
総
会
終
了
後
、
続
け
て
水
利
委
員
会
の
総
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会
を
お
こ
な

っ
て
い
る
が
、
明
治
以
後
に
成
立
し
た
水
利
委
貝
会
の

場
合
は
、
自
治
会
総
会
と
水
利
委
員
会
総
会
を
別
々
に
お
こ
な

っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
い

。
ま
た
、
水
利
委
員
会
総
会
参
加
資
格
者
に
つ

い
て
も
、
近
世
以
前
に
成
立
し
た
水
利
委
員
会
か
ら
は

「
自
治
会
貝

全
員
」
、
「
自
治
会
費
納
付
家
」
と
い
う
回
答
も
よ
せ
ら
れ
て
い
る
か
、

明
治
以
後
に
成
立
し
た
水
利
委
員
会
に
は
こ
の
よ
う
な
回
答
は
み
ら

れ
な
い
。
以
上
の
事
実
は
、
今
日
で
も
、
近
世
以
前
に
成
立
し
た
水

利
委
員
会
は
村
落
機
構
（
自
治
会
）
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
自
治

会
の
行
政
区
域
内
に
居
住
す
る
も
の
に
し
か
総
会
で
の
発
言
権
や
議

決
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(3
)

拙
稿
（
田
中
和
美
）

「水
利
共
同
関
係
の
展
開
と
藩
権
力
1

新

開
村
に
お
け
る
水
利
権
の
確
保
を
め
ぐ

っ
て
ー
ー
＇
」
、
神
戸
大
学
社

会
学
研
究
会

『社
会
学
雑
誌
」
第
九
号
、
一
九
九
二
年
。

(4
)

余
田
博
通

『農
業
村
落
社
会
の
論
理
構
造
』
、
弘
文
堂
‘

一
九
六

一
年
。

(
5
)

た
と
え
ば
、
史
料
一
、
寛
文

―
一
年

（一

六
七

一）

六
月

「
入
ヶ

池
上
水
立
合
証
文
」
、
史
料
三
‘
寛
文

―
二
年

(-
六
七
二
）
六
月

「
大
溝
分
水
契
約
書
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。
な
お
、
史

料
番
号
は
‘
私
の
修
士
論
文
の
た
め
収
集
し
た
原
史
料
に
付
し
た
番

号
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。

(
6
)

淡
山
疎
水
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
‘
淡
河
川
山
田
川
土
地
改
良

区

r
兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
疎
水
百
年
史
』
、
一
九
九

0
年
‘
旗
手

勲

『淡
河
川

・
山
田
川
疎
水
の
成
立
過
程
』
、
国
際
連
合
大
学
‘

一

九
八

0
年
‘
に
詳
し
い
。

(7
)

要
水
反
別
と
は
‘
疎
水
の
配
水
を
受
け
る
耕
地
面
積
で
あ
り
、
実

際
の
耕
地
面
積
と
は
異
な
る
。
水
不
足
の
著
し
い
水
利
団
体
で
は
‘

水利委員会と自治会との関係

/ ／  

(1991年 2月現在）

成立

時期
称

別表

名
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水
熾
を
確
保
す
る
た
め
に
実
際
の
耕
地
面
積
を
上
回
る
要
水
反
別
を

申
請
し
、
逆
に
‘
疎
水
以
外
に
水
源
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ど
疎

水
を
必
要
と
し
な
い
水
利
団
体
で
は
、
実
際
の
耕
地
面
積
よ
り
も
少

な
い
要
水
反
別
を
申
請
す
る
。

(
8
)

淡
河
川
山
田
川
土
地
改
良
区
『
兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
疎
水
百
年

史
』
、
一
九
九

0
年
、
一
八
五
頁
。

(9
)

東
播
用
水
土
地
改
良
区
「
東
播
用
水
農
業
水
利
事
業
概
要
」
、

一
九
九
三
年
，

(10
)

国
岡
新
村
は
‘
大
正
七
年

(-
九
l

八）
、
村
名
を
国
岡
村
と
改

め
た
。

(11
)

史
料
六
七
、
明
治
二
四
年

(
-
八
九
一
）
九
月
「
淡
山
水
路
契
約

の
証
文
」
、
史
料
二

O
O
‘
大
正
七
年

(-
九
一
八
）
一
月

r
大
正

六
年
度
収
支
予
算
書
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
、
な
ど
。

(12
)

史
料
一
八
二
、
明
治
四
一
年

(
-
九

0
八
）
「
四
拾
年
度
水
利
費

協
議
費
収
出
決
算
報
告
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。
こ
れ
は
‘

現
存
す
る
会
計
報
告
書
中
、
も

っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に

は
、
水
利
委
員
集
会
の
弁
当
料

―一

人
分
（
総
代
一
名
、
委
員
一

〇

名
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
以
後
‘
予
算
書
、
決
算
書
に
は
‘
毎
年
、

こ
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

(13)

昭
和
一

0
年
代
に
は
‘
耕
地
一
反
当
た
り
米
五
升
で
あ

っ
た
と
い

う
（
聞
き
取
り
に
よ
る
）
。

(14
)

史
料

一
八
二
、
明
治
四
一
年

(-
九
〇
八
）
「
四
拾
年
度
水
利
費

協
議
費
収
出
決
算
報
告
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(15)

史
料
一
七
四
、
大
正
末
期
「
天
満
村
国
岡
水
利
組
合
規
約
」
、
史

料

一
七
五
、
大
正
末
期
「
池
守
職
務
心
得
」
‘
史
料

一
七
六
、
大
正

末
期
「
水
入
役
心
得
書
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(16
)

た
と
え
ば
、
天
満
村
国
岡
水
利
組
合
規
約
第
三
条
、
第
四
条
は
‘

兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
普
通
水
利
組
合
規
約
第
五
条
、
第
六
条
に
な

ら
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兵
庫
県
淡
河
川
山
田
川
普

通
水
利
組
合
規
約
第
五
条
、
第
六
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
淡
河

川
山
田
川
土
地
改
良
区

『兵
甜
県
淡
河
川
山
田
川
疎
水
百
年
史
』
、

一
九
九

0
年
、
一
九
〇
ー
一
九
二
頁
）。

第
二
章
組
合
會
ノ
組
織
及
選
翠

組
合
會
議
員
ノ
定
数
ハ
三
十
一
人
ト
シ
選
艇
謳
ノ
数
及

其
ノ
届
域
並
二
各
選
艇
固
ヨ
リ
選
出
ス
ル
議
貝
数
ヲ
左
ノ

如
ク
定
第
一
面
l

第
二
謳

第
三
園

第
五
條

17 

加

古

郡

母

里

村

七

人

加
古
郡
加
古
新
村

二
人

加

古

郡

天

満

村

五

人

（

中

略

）

組
合
員
ニ
シ
テ
満
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子
匿
域
内
二
於

テ
土
地
反
別
一
反
歩
以
上
ヲ
選
學
期
日
前
満
一
年
以
上
間

断
ナ
ク
所
有
ス

ル
モ
ノ
ハ

選
翠
櫂
ヲ
有
ス
但
シ
禁
治
産
者

準
禁
治
産
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

家
督
相
績
ニ
ョ
リ
土
地
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
土
地

ニ
付
被
相
績
人
ノ
所
有
シ
タ
ル
年
限
ヲ
通
算
ス

共
有
者
其
ノ
共
有
ノ
土
地
二
付
前
二
項
二

該
掌
ス

ル
ト

キ
ハ
総
代
人
一
人
ヲ
シ
テ
選
琴
櫂
ヲ
有
セ
シ
ム

六
年
以
上
ノ
懲
役
若
ク
ハ
禁
錮
ノ
刑
二
慮
セ
ラ
レ
タ
ル

者
及
酋
刑
法
ノ
重
罪
ノ
刑
二
慮
セ
ラ
レ
復
櫂
ヲ
得
サ
ル
者

ハ
選
學
櫂
ヲ
有
セ
ス

史
料
二
七
九
、
大
正

一
四
年
度

(-
九
二
五
）
『
水
利
費
反
別
賦
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課
原
簿
』
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(18
)

史
料
一

七
八
、
昭
和
二
年
(
-
九
二

七
）
六
月
「
水
利
会
同
日

誌
」
、
史
料
一
七
九
、
昭
和
四
年
(
-
九
二
九
）
七
月
「
水
利
会
々

議
録
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(19
)

池
守
の
管
理
す
る
池
の
割
り
当
て
は
次
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。
千

波
池
一
人
、
琴
池
•
新
池
一
人
、
棒
池
一
人
、
愛
宕
池
一
人
‘
城
之

池
一
人
、
山
城
池

•

美
谷
池
一
人

。

(20
)

た
と
え
ば
‘
字
襄
条
‘
字
三
木
屋
条
‘
字
高
上
町
は
そ
の
ま
ま
組

に
‘
字
前
条
は
東
条
と
西
条
に
な

っ
て
い
る
。

(21
)

史
料
ニ
ー

0
、
昭
和
i

七
年
(
-
九
四
二
）
四
月
十
日
「
昭
和
＋

六
年
度
国
岡
部
落
会
決
算
書
」
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(22)

土
地
改
良
区
改
組
後
は
、
各
組
の
土
地
改
良
区
役
員
が
そ
れ
ぞ
れ

の
組
の
農
家
を
ま
わ
っ
て
経
常
賦
課
金

（反
別
水
利
代
）
の
集
金
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。

(23)

史
料
二
九
三
、
昭
和

―
四
年
度
(
-
九
三
九
）
『
水
利
費
賦
課
徴

収
原
薄
』
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(24)

こ
の
時
期
の
国
岡
部
落
の
行
政
割
は
、
上
條
（
現
在
の
一
組
に
あ

た
る
）
、
襄
條
（
二
組
）
、
三
木
屋
條
（
三
組
）
、
山
下
條

（四
組
）
、

鷹
匠
町
（
五
組
）
、
東
條
（
六
組
）
、
西
條
（
七
組
）
、
や
き
や
ま

（
七
組
）
と
な

っ
て
い
た
。

(25)

現
在
、
国
岡
土
地
改
良
区
で
は
‘
次
の
方
法
で
土
地
改
良
区
役
貝

の
候
補
者
の
人
数
調
整
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
国
岡
土
地
改
良
区
は

自
治
会
の
行
政
割
で
あ
る
七
つ
の
組
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
て
お

り
、
土
地
改
良
区
役
員
候
補
者
は
‘
ま
ず
、
各
組
か
ら
一
名
ず
つ
‘

各
組
ご
と
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
選
ば
れ

た
七
人
の
う
ち
か
ら
理
事
長
ー
名
‘
副
理
事
長
i

名
を
互
選
し
、
幹

事
二
名
を
選
出
す
る
。
幹
事
は
一
ー
四
組
か
ら
一
名
‘
五
ー
七
組

か
ら
一
名
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
理
事
長
が
選
出
さ
れ

た
組
か
ら
は
‘
も
う
一
人
理
事
を
選
出
し
て
も
ら
い
、
会
計
は
役
員

で
協
議
し
、
適
任
者
に
依
頼
す
る
。

(26
)

理
事
の
任
期
は
、
以
前
は
二
年
で
あ

っ
た
が
、
平
成
三
年
度
か
ら

三
年
に
延
長
さ
れ
た
。

(27)

土
地
改
良
区
役
員
の
池
に
つ
い
て
の
責
任
分
担
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
理
事
長
は
、
全
て
の
池
に
つ
い
て
責
任
を
も
つ
。
そ
の
他
の

役
員
は
‘
一
組
か
ら
選
出
さ
れ
た
役
員
か
入
ヶ
池
、
二
組
が
千
波
池
、

三
組
が
城
ノ
池
、
四
組
が
愛
宕
池
、
五
組
が
上
棒
池
と
下
棒
池
、
六

組
か
琴
池
と
新
池
、
七
組
が
山
城
池
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
責
任
を

も
つ
。

(28
)

国
岡
土
地
改
良
区
の
灌
漑
区
域
内
に
は
‘
他
区
か
ら
の
入
作
者
の

耕
作
面
積
は
非
常
に
少
な
い
。
平
成
三
年
二
月
現
在
の
数
字
を
あ
げ

る
と
、
国
岡
土
地
改
良
区
へ
の
全
加
盟
戸
数
一
七
六
戸
の
う
ち
他
区

か
ら
の
入
作
は
三
一
戸
（
一

七
．
六
％
）
で
あ
る
が
、
灌
漑
面
積
で

み
る
と
、
全
灌
漑
面
積
七
六
町
の
う
ち
四
町
五
反
で
、
わ
ず
か
五
．

九
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

(29
)

溝
浚
え
を
お
こ
な
う
H
時
の
決
定
は
、
各
組
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
組
の
自
治
会
の
組
長
・
土
地
改
良
区
役
貝
・
農
産
部
の
役
員
の
三

名
で
決
定
さ
れ
る
。
決
定
さ
れ
た
日
時
は
‘
農
家
に
は
土
地
改
良
区

役
貝
と
牒
産
部
の
役
員
が
、
非
農
家
に
は
組
長
が
隣
保
長
を
つ
う
じ

て
連
絡
す
る
。
他
区
に
住
む
入
作
者
に
は
電
話
連
絡
を
し
て
参
加
し

て
も
ら
う
。

(30
)

国
岡
の
場
合
、
水
利
費
の
賦
課
方
法
は
、
明
治
三
六
年
以
降
に
つ

い
て
は
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

234 



(31)

た
だ
し
、
水
入
役
の
給
米
は
‘
耕
作
者
が
負
担
し
て
い
た
。

(32
)

史
料
二
八
九
、
昭
和
一

0
年
(
-
九
三
五
）
度

r
水
利
費
徴
収
賦

課
原
簿
』
、
国
岡
土
地
改
良
区
所
蔵
文
書
。

(33
)

前
掲

「
天
満
村
国
岡
水
利
組
合
規
約
」
第
四
条
、
参
照
。

(34
)

同
規
約
、
第
五
条
。

(35
)

同
規
約
、
第
三
条
。
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